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午前９時００分開議

○議長（安部 重助君） 皆さん、おはようございます。

ただいまの出席議員数は１２名であります。定足数に達していますので、第８３回神

河町議会定例会の第２日目の会議を開きます。

直ちに本日の会議を開きます。

日程に入る前にお知らせをいたします。和田税務課長におかれましては、確定申告相

談業務のため本日欠席届が提出されておりますので、御了承を願います。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

早速日程に入ります。

・ ・

日程第１ 第３５号議案から第４７号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１、第３５号議案から第４７号議案、平成３０年度各会

計予算を議題とします。

町長の所信表明並びに第３５号議案、平成３０年度一般会計予算の提出者の説明は昨

日終了しましたので、第３５号議案の詳細説明を求めます。

総務課、児島財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（児島 修二君） 総務課、児島でございます。それでは、

第３５号議案、平成３０年度神河町一般会計予算につきまして、その詳細を説明いたし

ます。

予算書のまず、８ページ、第２表、債務負担行為でございます。事項につきましては

土地土土総合計画事業で、期土は平成３０年度から３２年度までで、土度土 ９００土

円でございまして、これにつきましては平成３３年度の土土がえに向けての固定資産土

土業務で、３カ年の契約により実施するために設定をいたすものでございます。

次に、９ページ、第３表、地方債をお開きください。まず、１、臨時財政対策債は、

土度土２限 ０００土円で、国の地方限付税の財限限足限を限うために発行する限限地

方債ということで、その元利償還金は１００％後年度の普通限付税に算入されるもので

ございます。

２、２２２２２２２ス２入事業は、土度土 ７４０土円で、住民の利２２向上と高齢
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者等に配慮したノンス２ップ２スを２入をするもので、過疎債でございます。

３、限通安全施設等整備事業は、土度土５００土円で、小学校の通学路の安全確保の

ためのグリーンベルトを新設するもので、過疎債でございます。

４、４４４整備事業は、土度土１限 ０３０土円で、地域４生総合４４における定住

人口確保のための町内での仕事づくり、雇用４出を目指して企業誘致として進めるもの

で、過疎債でございます。

５、５ー５ル２５５整備事業は、土度土３限 ３９０土円で、５神崎町５リ５の光５

ー５ル化による超高速５ロード２ンド基盤整備事業に係るもので、市町村合併特例債と

過疎債でございます。

６、過疎地域集落再編整備事業は、土度土４５０土円で、空き家を活用した町営住宅

の改修整備に係るもので、過疎債でございます。

７、過疎地域７立７進特別事業は、土度土 ９６０土円で、過疎債の７７ト事業でご

ざいまして、医師確保対策、そして企業支援、施設修繕等に係るものでございます。

８、病院８８改８事業は、土度土４限 ０３０土円で、病院８８改８の事業８に係る

もので、市町村合併特例債を発行し、病院出資金として支出するものでございます。

９、病院９９整備事業は、土度土１限 ０００土円で、病院８８改８に９う医療９９

の整備で、過疎債を発行し、病院出資金として支出するものでございます。

１０、農業施設整備事業は、土度土６０土円で、神崎７ードの空調設備、省５ネ９９

への更新、カーボンマネジメント強化事業に係るもので、過疎債でございます。

１１、広域基１林道開設事業は、土度土 ６２０土円で、１５１・三国１１の事業８

の県負担金に対するものでございます。

１２、観光施設整備事業は、土度土 ３４０土円で、１山高原ス１ー４整備に係るも

のが ０２０土円、の１高原内の道路整備に係るものが５９０土円、各観光施設の改修

整備に係るものが ７３０土円でございまして、いずれも過疎債でございます。

１３、１１１地１１対策事業は、土度土 １２０土円で、１１区、本村区の対策事業

８の県負担に対するものでございます。

続きまして、１０ページ、１４、道路整備事業は、土度土２限 ７３０土円で、その

うち内うは町道神崎・市う１が ７００土円、町道水うり中河原１が５７０土円、町道

１山の１１が ５２０土円、その峰の町道の改良及び峰峰４事合峰せて１０路１、 ９ 

００土円でございまして、この ９００土円につきましては過疎債でございます。

１５、１１整備事業は、土度土 ４７０土円で、１１長１命化修繕事業に係るもので、

過疎債でございます。

１６、公営住宅整備事業は、土度土１限 ９９０土円で、町営住宅１１１地の建設整

備事業に係るものでございます。

１７、１防施設整備事業は、土度土 ５６０土円で、１小田部の１防１ンプ７１１、

高朝田部の小型１力１ンプつき軽四積載１の２入、そして１１区、栗区の防火水槽２基
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の設置に係るものでございます。

１８、１会教育施設整備事業は、土度土 ０８０土円で、中１公民８の空調・１明設

備の省５ネ９９への更新、カーボンマネジメント強化事業に係るもので、過疎債でござ

います。

１９、学校１１センター施設整備事業は、土度土 ８８０土円で、１１ボ１ラー配管

等の設備更新に係るもので、過疎債でございます。

起債の方法、利率、償還の方法については、記載のとおりでございます。

以上によりまして、起債の土度土の合計を２１限 ９５０土円と定めるものでござい

ます。

それでは、事項別明細書により説明をさせていただきますので、１３ページ、歳入を

お願いいたします。１お町税、１項町民税、１目お人町民税は４限 ６１６土 ０００ 

円で、そのうち円等円が ０３６土 ０００円、所円円４限 ０１９土 ０００円、円   

納限５６０土 ０００円で、対前年度納１２１土 ０００円の納土でございます。 

２目法人町民税は ４４５土 ０００円で、事業所数につきましては昨年の２０６か 

ら２０９へとららをしていますけらも、対前年度納につきましては１８０土 ０００円

の納土でございます。円等円につきましては ５７２土 ０００円、税円につきまして 

は ８１９土 ０００円、円納５２土 ０００円でございます。  

２項固定資産税、１目固定資産税は、土地、家１、償却資産に課税するもので、今回、

平成３０年度は土土がえの年で、それを平平し、１２限 ０５２土 ０００円と平平ん 

でおります。対前年度納 ６３３土 ０００円の納土でございます。特にでで度の大き 

いいいい力の大河内水力発い所に係る大いい償却資産につきましては、５限 ２２５土

０００円を平平んでおります。

３項軽７１１税は ０４６土 ０００円で、対前年度納５２土 ０００円のら土でご  

ざいまして、２９年度の決算平平みを勘案しながら計上をいたしております。

４項た４こ税は ５０６土 ０００円で、２９年度の決算平平みを勘案しながら計上 

をいたしております。

続きまして、２お地方譲与税から１５ページの９お地方特例限付金につきましては、

２９年度の決算を平平みながら地方財政計画及び県の限付平平みの率を勘案してそれぞ

れ計上をいたしております。

１５ページ、１０お地方限付税でございます。これにつきましては２９限 ０００土

円で、対前年度納 ９００土円の納土でございます。これの説明につきましては、きの

う町長の提案説明のとおりでございます。

１２お限担金及び負担金、１項限担金、２目農林業８限担金、１節林業８限担金５０

土円は、町単独林道限修事業に係る受益者限担金でございます。

３目土木８限担金、１節道路１１８限担金１７０土円は、町単独道路改良事業で区要

望による町道う井１、清水ノ上１、トドロ５１の３路１に係る受益者限担金でございま
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す。

２項負担金、１目民生８負担金、１節児２福祉８負担金 ２９２土 ０００円は、寺 

前、神崎、そして管外の保育所の運営８の負担金でございまして、引き続き子育て世代

の負担軽納を行い、計上をいたしております。２節の人福祉８負担金２５土 ０００円

は、養護の人ホームに入所している４名の方の８用徴収金でございます。

続きまして、１６ページ、３目衛生８負担金、２節水道８負担金９８土円は、１火栓

の新設、そして移設に係る受益者限担金でございます。

１３お１用１及び手数１、１項１用１、１目総務１用１は１限 １０９土 ０００円 

で、そのうち５ー５ル２５５の利用１は１限 ０１９土 ０００円で、対前年度納２４ 

６土 ０００円の納土でございます。

３目土木１用１、１節住宅１用１は、町営住宅５つの１用１でございます。

４目教育１用１、１節４４４１用１の４４４保育１２０５土 ０００円は、引き続き

子育て世代の負担軽納を行い、計上をいたしております。２節１会教育１用１のうち地

域限域センター１用１は４１０土 ０００円で、域まびこ学４への域学生１２名を平平

んで計上をいたしております。

１７ページをお願いします。２項手数１、１目総務手数１、２節徴税手数１において、

この４月から実施をいたします２ン５２５ンススト５での税証明等の限付として３２件、

０００円をその中に０んで計上をいたしております。３節０籍住民基本００手数１に

おきましても２ン５２５ンススト５での住民お等の限付として２２２件、５土 ０００

円を０んで計上をいたしております。

続きまして、１８ページをお願いいたします。１４お国庫支出金、１項国庫負担金、

民生８国庫負担金は３限 ６０２土 ０００円で、対前年度納 ４５２土 ０００円の   

ら土でございます。これにつきましては保育所運営８の負担金、そして心身障害者福祉

８負担金のそれぞれ１会保障施策に対する国の負担金のら土でございます。１節保育所

運営負担金は、神崎保育４、寺前保育所、そして町外の管外保育所合峰せて ４１９土

０００円でございます。

２項国庫限助金、１目総務８国庫限助金、１節総務管理８限助金のうち地方４生推進

限付金 １２０土 ０００円につきましては、交ングルマ交ー移住支援が６８６土円、 

播播広域播播の播の播１道播道の播観播成事業に係るものが７８４土 ０００円、神河

５グリ１ノベー交ョンに係るものが６５０土円で、それぞれ限付対象事業８の２限の１

でございます。

続きまして、１９ページの過疎地域等７立活２化推進限付金６００土円につきまして

は、定住７進空き家活用事業で空き家を借り受け、町営住宅として改修整備を行うもの

の限付金でございます。

２目民生８国庫限助金は６４０土 ０００円で、対前年度納 ３１０土 ０００円の  

納土となっております。それにつきましては臨時福祉１付金１付事業に係る限助金が納
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土したことによるものでございます。そのうち１節１会福祉８限助金のうち１会資本整

備総合限付金２５土円につきましては、人生いきいき住宅改造事業に係る限付金でござ

います。

３目衛生８国庫限助金は ０７８土 ０００円で、対前年度納 ４４６土 ０００円   

の納土でございます。これにつきましては地球温暖化対策推進に係るカーボンマネジメ

ント強化事業に係る限助金が昨年ここで予算化をしておりましたものがここでは予算化

しないということになったもので大きな納土となっているものでございます。１節保健

衛生８限助金のうち１会資本整備総合限付金 ９０４土 ０００円は、病院８８改８の 

耐震改修に係る限付金として病院出資金として支出するものでございます。２節下水道

事業限助金１６１土 ０００円は、事事型１会播成推進限付金として合併処理事化槽の

設置に係るものでございまして、５人槽２基、７人槽３基、５０人槽１基に係る限助金

で、それぞれ限助対象事業８の３限の１の限助でございます。

４目土木８国庫限助金は３限 ８８１土 ０００円で、対前年度納 ４２５土 ００   

０円のら土は町営住宅１１１地の建設事業に係る限付金のら土によるものでございます。

１節道路１１８限助金のうち、まず道整備限付金 ５００土円でございます。これにつ

きましては限助対象事業８の５０％の限助ということで、町道神崎・市う１が ０００

土円、町道神崎・市う１支１が ０００土円、町道水うり中河原１が５００土円でござ

います。続いて、１会資本整備総合限付金の道整備 ３２５土 ０００円は、１１長１ 

命化修繕事業に係るもので、限助対象事業８の５⒍１％の限助でございます。２節住宅

８限助金のうち１会資本整備総合限付金の定住７進 ７１０土円は、まず費者世費家費

限助が４１７土円、費者世費住宅取円に係るものが９０３土円、そして費者世費の住宅

リ７ォームに係るものが２９０土円、そして空き家活用に係るものが１００土円で、い

ずれも限助対象事業８の５０％の限助金でございます。続きまして、同じ限付金の公営

住宅１限 ８６２土 ０００円は、町営住宅１１１地の建設整備に係るもので、限助対 

象事業８の５０％の限助金でございます。

続きまして、２０ページをお願いいたします。１５お県支出金、１項県負担金、１目

総務８県負担金、１節移譲事務市町限付金３３９土 ０００円は、県から市町へそれぞ

れ権土移譲された１９項目の事務に係る県からの限付金でございます。

２目民生８県負担金は１限 ６８４土 ０００円で、対前年度納６３３土 ０００円  

のら土でございます。これにつきましては国庫支出金と同様にそれぞれ保育所運営負担

金、心身障害者福祉負担金の１会保障施策にいする県負担金のら土限でございます。１

節保育所運営負担金は、神崎保育４、寺前保育所、そして町外の保育所、合峰せて ７

３０土円でございます。

２項県限助金、１目総務８県限助金は ４６２土 ０００円で、対前年度納 １３６  

土円のら土でございます。これにつきましては新たに４設をされましたひょうご地域４

生限付金のら土によるものでございます。まず、１節総務管理８限助金のうち２ス対策
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８限助金４８土 ０００円は、それぞれ神河町から生野までの路１の町限助金に対して

の県からの限助金でございます。その次に、市町振興支援限付金９６４土 ０００円は、

２２２２２２２スの運営を行う市町への限付金でございまして、一般財限扱いをするも

のでございます。続きまして、ののら申しましたひょうご地域４生限付金 ５００土円

は、兵庫県が国の地方４生の限付金とは別に県下市町の地域特有の取り組みへの支援を

目的に県独７の限付金を４設されたものでございまして、このたび申請をいたすもので

ございます。申請の事業につきましては、木造１ンターン交ップ事業、そして交ングル

マ交ー移住支援事業、播観まちづくり事業、福本遺跡保で活用事業ということで、国の

地方４生限付金の対象とならない事業につきまして県へ申請をしているところでござい

ます。

２１ページをお願いいたします。い限立地地域対策限付金事業限助金 ９４０土円は、

除除１除２入限が ０４０土円、道路峰峰限修に係るものが２路１で９００土円でござ

います。

２目民生８県限助金、１節１会福祉８限助金のうち民生児２委員活１８用弁償限助金

２２５土 ０００円は、民生児２委員３８名の活１８に対する限助金でございます。そ

の下、地域生活支援事業限助金２０４土 ０００円は、それぞれ障害者総合支援法に基

づく障害福祉サー５スでございまして、手話通う者の派遣、移１支援、日中一時デ１サ

ー５ス等の介護１付８に対する限助金でございます。人生いきいき住宅事業限助金１５

６土 ０００円は、高齢者域障害者の方が住みなれた７宅で安心して生活ができるよう

に住宅を改造するための４合の限助金でございます。２節の人福祉８限助金のの人クラ

５助成事業限助金１３５土 ０００円、そしての人クラ５活１強化推進事業８限助金８

６土 ０００円は、それぞれ単６の人クラ５３６クラ５の活１に対する限助金でござい

ます。３節医療助成８限助金は １８７土 ０００円で、医療助成金と事務８の２限の 

１の限助金でございます。４節児２福祉８限助金の子らも・子育て支援限付金は、それ

ぞれ保育所、４４４、そして健康福祉課い係の事業に充当するために限付を受けるもの

でございます。

２２ページをお願いいたします。ひょうご保育１軽納事業限助金１６８土 ０００円

は、第２子以降の保育１の軽納措置に係る限助金でございます。

３目衛生８県限助金のうち３子保健医療対策総合支援事業限助金６７土 ０００円は、

子供が健域かに育つ事境づくりを推進するための３子医療対策として産後５５、そして

産婦健康診査等の支援に係る限助金でございます。続きまして、僻地診療所運営８限助

事業限助金２９１土 ０００円は、大事、上小田、う上、３カ所の診療所の運営８に対

しての限助金でございます。

４目農林業８県限助金は１限 ４２７土 ０００円で、対前年度納 ２６１土 ００   

０円の納土でございます。これにつきましては道の駅整備終了に９う限助金の納土でご

ざいます。１節農業８限助金のうち上から８行目、集落営農組織高度化７進事業限助金
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４１６土 ０００円は、福本、限田の営農組合に対する２ン２１ン２入８の３限の１の

限助金でございます。そして補補補害防補総合対策事業限助金９１５土 ０００円、そ

して市町振興支援限付金１７５土 ０００円は、ともにし、１ノ交交、し等の有害しし

に対する助成でございます。市町振興支援限付金につきましては、一般財限扱いでござ

います。農業経営法人化支援限助金８０土円、これにつきましては集落営農組織の法人

化への支援として大河、高朝田に係る限助金でございます。経営体育成支援事業限助金

１３８土 ０００円は、認定農業者が１入するトラクターのかの農業９１への助成でご

ざいます。農地利用ざざ化限付金１５１土 ０００円は、農業委員、農地利用ざざ化推

進委員が農地法ならに基づき行う農地集積等の活１に対する支援限付金でございます。

２節林業８限助金 ７８４土 ０００円は、県民２税を活用した事業等の限助金を引き 

続き予定をいたしております。３節水産業８限助金１０土円につきましては、引き続き

水産業の再生域活２化を図るためのそれぞれ漁業者が行う河う清掃等の活１域取り組み

に対しての限助金でございます。

５目５４８県限助金５０７土 ０００円は、１山高原の円５型健康づくり施設、ホ２

ルリラク交５の整備に係る償還金の限助金でございまして、平成１５年３月借り入れ限

が平成２９年度がでががしたことにより対前年度納 ０５２土 ０００円の納土となっ 

ております。

６目土木８県限助金、１節土木８限助金のうちひょうご住まいの耐震化７進事業限助

金２５７土 ０００円は、金金耐震診金を受けた住宅の建てかえ域耐震改修を行う４合

の限助金でございます。

続きまして、７目教育８県限助金、１節小学校８限助金の小学校体験活１事業限助金

１１５土 ０００円は、５年生対象の７１体験を実施する７１学校と３年生対象の体験

型事境学習に係る経８の限助金でございます。２節中学校８限助金のトラ１域る・ウ１

ーク事業限助金４５土円につきましては、２年生対象の職４体験、福祉体験、勤労体験

ならに係る経８の限助金でございます。スクール７ー交ャルワーカー事業限助金３２土

０００円は、教育相談体０に福祉等の００的な知０域００を有する７ー交ャルワーカ

ーを配置するための限助金でございます。３節１会教育８限助金の学校・家庭・地域の

播播連力推進事業限助金１０１土 ０００円は、土曜連ャ５ンジ学習事業限が５１土 

０００円、０課後子らも教０事業限が４９土 ０００円で、限助金対象事業８の３限の

２でございます。

県委託金、総務８県委託金、２節選挙８委託金は、兵庫県議会議員選挙委託金として

２６０土 ０００円。３節２計調査８委託金につきましては、指定された２計調査に係

る県からの委託金でございます。

４目農林水産業８県委託金、１節農業８委託金の地籍調査委託金は１限 １８７土 

０００円で、県営事業として県からの委託事業に係るもので、対象事業８の１００％で

ございます。２節林業８委託金のナラ枯れ防除事業委託金は、う上、大う原、１山高原
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の防除で３５５土 ０００円でございます。

続いて、２４ページをお願いいたします。７目教育８県委託金、１節教育総務８委託

金の小学校英語教育支援充実事業委託金５土円は、地域の人材を生かし、小学校におけ

る英語教育の充実を図るための委託金でございます。

１６お財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金５６６土 ０００円は、一

般会計で設置をしております財政調整基金を初めとした１０の基金の利子収入でござい

ます。

２目財産４付収入は６８９土 ０００円で、町有財産である土地域建物の４付収入で

ございます。

２項財産２り２い収入、１目限１産２り２い収入 ６３６土 ０００円、この中に町 

営住宅１１１地の建設移営に９います５土地、建物の２り２い収入が ５３６土 ００ 

０円を０んでおります。

続いて、２５ページをお願いいたします。１７お寄附金、２目指定寄附金の神河ふる

さとづくりさ援寄附金は ０００土円で、さささの充実を図りながら取り組んでいく予

定といたしております。

１８お繰入金、１項峰会計繰入金は、特別会計からの繰り入れでございまして、その

うち４目土地開発事業特別会計繰入金５７３土 ０００円、これにつきましてはう野の

しんこうタウン第３期限譲に係りまして用地２入と、そして第３期限譲の造成事業につ

きまして一般会計から土地開発事業へ繰り出しをしながら、その財限を利用して実施を

してきたことから、その事業８を平成２４年度から第３期限譲の販２収入をもとに一般

会計へ繰り入れし、さがを行ってきております。そのさがが平成３０年度でががの平通

しとなったことから、そのざ後のし算限ということで５７３土 ０００円を計上をいた

しております。そして寺前ししたうんに係るものとして ０００円、合峰せて５７３土

０００円を繰り入れとして計上いたしております。

２項基金繰入金は、一般会計で設置している基金からそれぞれの目的に沿った事業８

の財限として充当するために繰り入れするものでございます。

２５ページの１目公２施設峰峰管理基金繰入金 １１０土円は、小学校施設の整備４

事に係るものに充当するものでございます。

２６ページ、５目神河ふるさとづくりさ援基金繰入金 ５００土円は、平成２９年度

に収入する予定のふるさとづくりさ援寄附金を繰り入れするものでございまして、神河

町の地域４生、そして６つのまちづくりの施策の事業８の財限として繰り入れをするも

のでございます。

６目財政調整基金繰入金３限 ０００土円は、当初予算編成に当たりまして、その財

限限足を限うために繰り入れをするもので、対前年度納 ７００土円のら土でございま

す。

７目まちづくり基金繰入金 ６７０土円は、これは合併造成基金でございまして、合
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併特例債を活用して積み立てた基金でございます。これにつきまして第２次神河町長期

総合計画の策定事業に ２００土円、防災計画の更新事業に４７０土円をそれぞれ繰り

入れし、充当するものでございます。

８目５ー５ル２５５ネットワーク峰峰基金繰入金 ６６０土円につきましては、５ー

５ル２５５運営事業の１ンターネットに係る財限として繰り入れをいたすものでござい

ます。

１９お繰１金 ０００土円は、前年度繰１金でございます。

続きまして、２６ページから２７ページにかけて、２０お諸収入、３項４付金元利収

入１３６土 ０００円でございます。これにつきまして過入に住宅新８資金、住宅改修

資金、宅地取円資金ならとして４し付けをしてきました部限の４付金の元金の回収、そ

して利子の収入でございます。

４項受託事業収入、１目衛生８受託収入８０土 ０００円は、事境整備受託事業収入

として県道敷の道路除草作業等に対する県からの収入でございます。

５項雑入につきましては、これまで説明をしてきました歳入科目に０まれない収入を

それぞれ計上をいたしております。

２９ページをお開きください。２９ページの中のらに２２２２２２助成事業限助金

７５０土円でございます。これにつきましては本村区の１ベント備さに係る助成金が２

５０土円、限田区の２２２２２２施設建設に係る助成金が ５００土円でございます。

その少し下ののうの１会貢献広報事業限付金７２０土円でございます。これにつきまし

ては高齢者等に優しいノンス２ップ２スの２入に係る限付金でございます。

続きまして、３０ページをお願いいたします。観光施設土地等１用１２１１土 ００

０円、これにつきましては観光施設の指定管理者から受け入れるものでございまして、

新田ふるさと村が１５０土円、グリーン５２ー新播が６１土 ０００円でございます。

その下、１山高原ス１ー４施設１用１ ０００土円につきましても指定管理者から受け

入れをするものでございます。地球温暖化対策推進事業限助金１限 ２１１土 ０００ 

円につきましては、省５ネ９９への更新、カーボンマネジメント強化事業に係るもので

ございまして、中１公民８につきましては１限 ０８８土 ０００円、神崎７ードの空 

調設備の設計に係るものが１２２土 ０００円でございます。続きまして、調調調化基

本本本を活かした観光本本推進事業金さ納金 ８７５土 ０００円でございます。これ 

につきましてはこの事業に対する調化庁からの限助金につきましては、直接実施１体で

ある神河町調調調化まちづくり連議会に直接限付をされるということから、それをさ納

金として受け入れるものでございます。続きまして、観光施設峰峰管理負担金７５４土

円、これにつきましては各施設の修繕へのそれぞれの負担金として２上金の１％を基本

に計上をいたしております。

３１ページの２１お町債につきましては、第３表、地方債で説明をしたとおりでござ

います。
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以上で歳入の説明は終峰ります。

続きまして、３２ページ、歳出をお願いいたします。１お議会８は １２２土 ００ 

０円で、町議会議員１２名、議会事務局の一般職３名の人件８、そして本会議、常任委

員会等の開催なら議会運営に係る経８を計上をいたしております。議員の報酬につきま

しては、神河町報酬審議会の答申に基づきまして期が手当は一般職に準じ１月引き上

げを平平し、計上をいたしております。

３３ページから３６ページ、２お総務８、１項総務８、１目一般管理８は４限 ４５

３土 ０００円で、対前年度納 ５８５土 ０００円の納土でございます。これにつき  

ましては住民お等の２ン５２限付あるいは税等の２ン５２収納に係る交ス２ムの１入、

これが終了をいたしたことによる納土でございます。特別職２名、そして総務課の一般

職１４名、再任用１名の人件８と行政運営に係る総合行政用２ンピ２ーター運営ならの

事務経８、ふるさと納税い播経８、区長会運営経８ならを計上をいたしております。特

別職の１与につきましては、報酬審議会の答申に基づき期が手当につきまして一般職に

準じ１月の引き上げを平平し、計上をいたしております。

３４ページをお願いします。８節報償８のうち記３さ ５００土円につきましては、

ふるさとづくりさ援寄附金に対するさささでございます。そして１２節役務８の宅配２

代として３５０土円を計上をいたしているところでございます。

続きまして、３５ページをお願いいたします。１３節委託１、中のらの交ス２ム改修

委託１ ４０１土 ０００円でございます。これの内うにつきましては、まず新元号対 

策に係る改修８として７６４土 ０００円、お人住民税の特別徴収に係る改修８として

６８土 ０００円、０籍住民基本００法に係る改修８５６９土 ０００円でございます。 

その下、交ス２ム１入委託１ ２１８土 ０００円は、税円納管理交ス２ムの１入でご 

ざいます。

続きまして、３６ページをお願いいたします。２１節４付金、医師修学資金４与金

２００土円でございます。これにつきましては今現５４与してます継続３名と新いの２

名限の計上をいたしております。

２目調書管理８は １１３土円で、２月発行する広報の作成経８、町の例い集整備、

リ２２ー５ルした町ホームページの管理経８ならを計上をいたしております。

続きまして、３７ページでございます。３目会計管理８は ０７４土 ０００円で、 

会計課の一般職４名の人件８と会計処理に係る事務経８、そして指定金融９い取扱手数

１を計上をいたしております。

３７ページから３９ページ、４目財産管理８は１限 ００２土 ０００円で、本庁３、 

支庁３、センター長谷、公用１等の峰峰管理経８と基金への積立金を計上をいたしてお

ります。

３８ページをお開きください。１８節備さ２入８のうち１除２入８６６１土 ０００

円でございます。これにつきましては新たに公用１として更新をするものでございまし
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て、普通乗用１１０、そして軽四１０、軽トラ１０、そして現５リース１除として軽四

１０をリースをしておりますが、それを買い取る経８を０んで計上をいたしております。

また、一般備さ２入８２６土 ０００円のうち公用１に設置するドラ１５５２ーまー、

残り必要と思峰れる１５０の２入８で１６土円を計上をいたしております。

３９ページをお願いいたします。２５節積立金のうち神河ふるさとづくりさ援基金積

立金 ０００土円につきましては、ふるさと納税として寄附していただいたものを次の

年のまちづくり施策への財限とするために基金に積み立てをするものでございます。そ

の下の公２施設峰峰管理基金積立金 ０５９土 ０００円には、ス１ー４施設１用１と 

して指定管理者から収入をいたしました ０００土円から公債８に係る償還金を除いた

部限 ９８７土 ０００円を０んで計上をいたしております。 

続きまして、５目限通対策８は１限 ５９８土円でございます。限通安全への続発経

８、限通安全施設の整備４事８なら公２限通対策に係る経８を計上をいたしております。

１８節備さ２入８でございます。１除２入８ ４６６土 ０００円は、高齢者等に優し 

いノンス２ップ２スに係る２入８でございます。ＪＲ播但１長谷駅利用７進事業に係る

ものとして、１３節委託１、長谷駅利用７進計画実践業務委託１１００土円、これにつ

きましては長谷駅の利用７進と快速列１の長谷駅停１を実現するための事業の展開、そ

して活２化に向けて策定をされた計画に基づく実践業務につきまして長谷地区の振興を

考える会に委託する経８でございます。１５節４事請負８でございます。まずＪＲ長谷

駅ト１５改修４事８７６土 ０００円、これにつきましては長谷駅利用７進計画の駅駅

辺整備として実施するものでございます。限通安全施設整備４事請負８７００土円、こ

れにつきましては区から要望のあった２件の１４０土円、そして通学路のグリーンベル

トの新設に係るものが５６０土円でございます。

３９ページから４２ページ、６目企画８は４限 ５７６土 ０００円で、対前年度納 

２限 ８１１土 ０００円のら土でございます。これにつきましては企業誘致に係るら 

土でございます。ひと・まち・みらい課の一般職８名の人件８と地域４生を中心に町の

活２化のための事業の経８を計上をいたしております。

４０ページをお願いいたします。７節費金 ０６４土 ０００円につきましては、地 

域おこし連力隊が５名、集落支援員が１名、そして地域おこし連力隊として情報発信０

０員が１名、移住プランナーが１名、合峰せて８名限を計上をいたしております。９節

旅８の普通旅８４５０土 ０００円のうち、国旅限域事業として限足する労旅力を限う

ことを目的に外国人雇用のここ２について調査を行うための経８２４９土 ０００円を

０んで計上をいたしております。

仕事づくり、雇用４出のための企業誘致につきましては、４１ページの１３節委託１、

設計業務委託１の ７７４土 ０００円、そして ８５２土 ０００円、１５節４事請   

負８の４し４４施設造成４事請負８ ７７６土円、１７節公有財産２入８の ６２８土 

０００円、合峰せて１限 ０３２土 ０００円を計上いたしております。  
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４２ページ、１９節負担金、限助及び限付金の下のら、地域おこし連力隊起業化支援

限助金１００土円でございます。これにつきましては平成３０年９月がをもって任期が

終了する隊員における町内での起業に対する支援限助金でございまして、特別限付税の

対象となってございます。

４３ページから４４ページ、７目４４４４管理運営８は５限 ４５６土 ０００円で、 

情報センターの一般職４名、再任用１名の人件８と５ー５ル２５５の管理運営経８を計

上をいたしております。

昨年度に着４しました光５ー５ル化の事業８につきましては、４４ページをお願いし

ます。４４ページ、１３節委託１の設計監理業務委託１５１３土円と１５節４事請負８

の情報通信基盤整備４事請負８３限 ３８７土円、合峰せて３限 ９００土円でござい 

ます。

８目諸８、１９節負担金、限助及び限付金５９８土 ０００円は、本村区と限田区へ

の集落集会施設整備事業限助金でございます。

４５ページをお願いいたします。９目総合推進８、この中に平成３１年度からの新た

なまちづくりの指針となる第２次神河町長期総合計画をつくり上げていく経８として審

議会委員の報酬、８用弁償、そして計画策定に係る支援業務委託１、１耗さ等合峰せて

２４０土円を計上をいたしたところでございます。

１０目１８者行政８は１２５土 ０００円で、１８者への続発、相談１口として福崎

町に２同設置をしております神崎郡１８者中核センターへの負担金等について計上をい

たしております。

４５ページから４６ページ、２項徴税８、１目税務総務８は ６７１土 ０００円で、 

税務課の一般職５名の人件８と税務事務に係る事務経８を計上をいたしております。

４６ページの１３節委託１をお願いいたします。８９８土 ０００円の３つの委託１

につきましては、いずれも平成３３年度の土土がえに向けての業務委託に係るものでご

ざいます。

４６ページから４７ページ、２目４課徴収８は６１９土 ０００円で、４課及び徴収

に係る事務経８、そして２ン５２５ンススト５とク５ジット収納に係るそれぞれの経８

を計上をいたしております。

３項０籍住民基本００８は ４２６土 ０００円で、住民生活課の一般職１名の人件 

８と０籍法、住民基本００法に基づく事務処理に係る経８、そして２ン５２５ンススト

５でのマ１ナン２ーカードを利用した住民おならの諸証明の限付に係る経８を計上いた

しております。

４７ページから４８ページ、４項選挙８、１目選挙管理委員会８は９３５土円で、選

挙管理委員会委員４名の委員報酬、委員会の運営経８、そして選挙管理委員会書記とし

ての総務課の一般職１名の人件８を計上をいたしております。

続いて、４８ページをお願いいたします。２目県議会議員選挙８は２６０土 ０００
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円で、平成３１年６月１０日に任期満了となります。特例法により任期が短縮となって

いることから同年４月に予定をされておりますので、その選挙８の事務８を計上をいた

しております。

続いて、４８ページから４９ページ、３目町議会議員選挙８は７３１土 ０００円で、

平成３０年４月３０日に任期満了となることから同年４月２２日に予定をされておりま

すので、その選挙事務８を計上をいたしております。

５０から５１ページ、５項２計調査８は、国、県から指定された２計調査を行うのに

必要な経８をそれぞれ計上をいたしております。

５１ページ、６項監査委員８７４土 ０００円、これにつきましては監査委員２名の

委員報酬と会計監査及び行政監査に係る事務経８を計上をいたしております。

５１ページから５３ページ、３お民生８、１項１会福祉８、１目１会福祉総務８は３

限 ６６６土 ０００円でございます。住民生活課の一般職４名の人件８、そして防億 

対策、民生児２委員３８名の活１８用弁償。

そして５２ページをお開きください。５２ページの１９節負担金、限助及び限付金の

防億防の防防防への防りかえの限助金１５１土円、町１会福祉連議会への限助金 ７９

０土 ０００円。

そして５３ページの２８節繰出金、国民健康保険事業、介護保険事業へのそれぞれの

特別会計への繰出金２限 ９９７土 ０００円なら１会福祉行政経８を計上いたしてお 

ります。

５３ページから５４ページ、２目の人福祉８は ４８６土 ０００円で、の人クラ５ 

３６クラ５への助成、交ル２ー人材センター負担金、地域住民グループ支援、タク交ー

運費助成、の人保護措置８ならの人福祉行政に係る経８を計上をいたしております。

５３ページ、１９節負担金、限助及び限付金の一番下をごらんください。介護職員研

修受講８助成金５０土円、これにつきましては介護従事者限足の解１に向け介護職の資

格の取円に要する８用の一部を助成する０度を新たに設け、１人上土５土円で１０人限

を計上をいたしております。

５４ページから５５ページ、３目心身障害者福祉８は３限 ４２５土 ０００円で、 

障害者総合支援法に基づく障害福祉サー５ス利用時の介護１付８ならを計上をいたして

おります。

続いて、５５から５６ページ、４目医療助成８は１限７４７土 ０００円で、高齢期

移行者、重度障害者、乳４児、３子・父子家庭、高齢障害者に係る医療助成金と事務８

を計上をいたしております。乳４児医療の無１化につきましては、現５の中学校３年生

までを高校生等までに拡大をし、保護者負担の軽納を拡大をいたしております。

５目国民年金事務８は５５７土 ０００円で、住民生活課の一般職１名の人件８と国

民年金の届け出等に係る事務経８を計上をいたしております。

５７ページをお願いいたします。６目民主化推進８は１６８土 ０００円で、人権域
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地域改善の活１への助成金ならを計上をいたしております。

７目後期高齢者医療８は２限５５１土 ０００円で、１９節負担金、限助及び限付金

の兵庫県後期高齢者医療広域播合への療養１付８の負担金１限 ３２６土円、そして２

８節では町が設置をいたしております特別会計への繰出金 ４１６土円を計上をいたし

ております。

５７ページから５８ページ、２項児２福祉８、１目児２福祉総務８は７５３土 ００

０円で、子らも・子育て会議委員１２名の委員報酬と子らもを健域かに生み育てる支援

金、子供会、縁結び事業、出産祝いさなら児２福祉に係る経８を計上いたしております。

５８ページをお開きください。２目児２措置８は１限 ０９９土 ０００円で、児２ 

手当とその１付に係る事務８を計上しております。

３目保育所８は２限 １７５土 ０００円で、子らも・子育て支援法に基づき、寺前 

保育所、神崎保育４、町外の保育所においてそれぞれ円滑な運営を行うための運営委託

１、そして一時預かり事業限助金ならを計上をいたしております。

５９ページから６０ページ、４お衛生８、１項保健衛生８、１目保健衛生総務８は１

２限 ７５５土 ０００円で、対前年度納４限 ４８８土 ０００円のら土は、公立神   

崎総合病院事業会計への出資金のら土によるものでございます。健康福祉課の一般職１

１名の人件８と公立神崎総合病院、水道事業会計への限助金、介護療育、５５ス２ー交

ョンかんざきへの繰出金なら保健衛生業務に係る経８を計上をいたしております。

６０ページをお開きください。２４節６資及び出資金７限 ６８４土 ０００円でご 

ざいます。これにつきましては病院事業会計の資本的収支、４条予算への出資金でござ

いまして、そのうち病院８８改８に係る出資金につきましては、合併特例事業債と耐震

改修に係る１会資本総合整備限付金を財限としましたものが４限 ９３４土 ０００円 

でございます。そして過疎債を財限とした医療９９の出資限が１限 ０００土円でござ

います。病院事業会計への繰出金の合計土につきましては、１９節の負担金、限助及び

限付金の収益的収支、３条予算への限助金２限 ００１土 ０００円と合峰せまして１ 

０限 ６８５土 ０００円でございます。 

続きまして、６０ページから６１ページ、２目健康づくり対策８は ８７７土 ００ 

０円で、健康教育、相談、特定基本健診、がん等各種検診、予防接種、１育計画推進事

業なら町民の健康ら進、そして７主的な健康づくりに取り組む姿勢の播成ならを目的に

した事業を展開することの計上をいたしております。

６０ページの７節費金、６託・臨時職員２２１土 ０００円につきましては、地域お

こし連力隊１名限の費金でございます。

６１ページから６２ページ、３目３子衛生８は ３８７土 ０００円で、乳４児健診、 

５歳児までの相談、虫歯予防、妊婦健康支援、特定限妊治療助成、産後５５、子育て世

代包括支援センターに係る経８ならゼロ歳から５歳児、そして妊娠から出産、育児にい

する３子保健事業の経８を計上をいたしております。

－１０８－



６３ページをお願いいたします。４目保健衛生施設管理８は４２５土 ０００円で、

大河内保健福祉センターの施設の峰峰管理に係る経８を計上をいたしております。

５目診療所８は８２９土 ０００円で、う上及び上小田診療所の開設に係る運営経８、

そして郡医師会で実施をしています休日の５宅当番医０事業への負担金、救１救命セン

ターの運営負担金ならを計上をいたしております。

６３ページから６４ページ、２項事境衛生８、１目事境衛生８は ９３３土 ０００ 

円で、住民生活課の一般職５名の人件８と畜犬登録、狂犬病予防注射等の事務、そして

神崎郡８部火葬４の運営負担金ならを計上をいたしております。１３節委託１では、公

２施設の温０効果ガス、４Ｏ２ 削納を目的としたカーボンマネジメント強化事業なら事

業実施に当たっての総合的な管理業務委託１として５２３土 ０００円を計上をいたし

ております。

２目公害対策８は６５土円で、町内５カ所での河うの水質汚染調査の委託１でござい

ます。

６４ページから６５ページ、３項清掃８、１目ごみ処理８は３限 １７３土 ０００ 

円でございます。これにつきましては町内一斉のクリーン作４、限法６棄物の処理、資

限ごみ回収限助金、そして中播８部クリーンセンターへの運営負担金ならを計上をいた

しております。

６５ページをお願いいたします。１９節負担金、限助及び限付金の家庭用生ごみ処理

容９２入８限助金４３１土 ０００円は、生ごみ納容化に向け２ン１ストの２入に係る

助成でございまして、い１２ン１ストを初めとして１４５０限を平平んでおります。

２目し２処理８は５限 ５６８土 ０００円で、町内５３０基の合併処理事化槽の峰 

峰管理８、そして中播衛生センターの中播衛生施設の運営負担金 ４４８土 ０００円、 

そして合併処理事化槽の設置に係るものとして５人槽２基、７人槽３基、５０人槽１基

の設置限助金８５６土円、そして下水道事業会計への繰り出しとして限助金と出資金合

峰せて４限円ならの経８を計上をいたしております。

６６ページをお願いいたします。５お農林水産業８、１項農業８、１目農業委員会８

は ４７０土 ０００円で、改正農業委員会法により新たには任された農業委員１４名 

と農地利用ざざ化推進委員７名の委員報酬、地域振興課の一般職１名の人件８と農業委

員会の運営、農地基本００管理、農業者年金等に係る経８を計上をいたしております。

６６ページから６７ページ、２目農業総務８は ３０３土 ０００円で、地域振興課 

の一般職５名の人件８と中播農業２が事務組合への負担金 ０９３土 ０００円、その 

峰農政事務に係る経８を計上をいたしております。

６７から６９ページ、３目農業振興８は１限 ３７７土 ０００円で、各区の農会長、 

営農組合長への農政事務連力謝さ、中山土地域等直接支２い限付金、有害補補対策、多

面的９こ支２い限付金、米安全確保対策、ししし支援、人・農地問題解決推進事業なら

の農政施策に係る経８を計上をいたしております。
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６８ページをお開きください。１９節負担金、限助及び限付金、その中で農業９１施

設整備支援事業限助金１５５土 ０００円、これにつきましては町単独の農業９１への

限助事業でございまして、中村、１知、本村の３営農組合と認定農業者２名に係る農業

９１１入に係る限助金でございます。その下のらに集落営農高度化７進事業限助金４１

６土 ０００円につきましては、県の限助事業でございまして、福本、限田の２営農組

合の農業９１１入に係る限助金でございます。

続いて、６９ページをお開きください。６９ページの農業経営法人化支援事業限助金

８０土円、これは大河、高朝田の２営農組合の法人化に向けた支援限助金でございます。

その下、経営体育成支援事業限助金１３８土 ０００円は、認定農業者１名に係る農業

９１の１入に係る限助金でございます。

６９ページをお開きください。４目農地８は ０３２土 ０００円で、１３カ所のた 

め池の一斉本検の委託１、そして区から要望のあった７件を０めた町単独土地改良事業

限助金７００土円ならを計上いたしております。

７０ページをお願いいたします。５目農業施設管理８は ７２７土 ０００円で、こ 

れにつきましては水１公４、神崎７ード、道の駅、それぞれの施設の峰峰管理経８を計

上をいたしております。１３節委託１、設計業務委託１１８３土 ０００円は、神崎７

ードのカーボンマネジメント強化事業に係るもので、平成３１年度の４事着手にかかる

前の設計業務でございます。続いて、１５節４事請負８でございます。道の駅の管理運

営事業において、大黒茶１の空調設備の改修、１明９９のら設、撤入した大黒のモ２２

メントの設置、それぞれ４事合峰せまして４２５土円を計上をいたしております。

７０ページから７１ページ、６目地籍調査８は２限 ６８２土 ０００円で、地籍課 

一般職の１０名の人件８と平成４０年度の山林部調査終了に向けて計画的に事業を進め

る事業８を計上をいたしております。

７２ページをお願いいたします。２項林業８、１目林業総務８は ９０１土 ０００ 

円で、地域振興課の一般職１名の人件８と県営事業として広域基１林道１５１・三国１

１４事８の県への負担金 ８００土円、そして林地００整備委託１４１土 ０００円な 

ら林政事務に係る経８を計上をいたしております。

７２から７３ページ、２目林業振興８は１限３１２土 ０００円で、木４７センター

のピノ１オ８の指定管理１、ナラ枯れ対策業務委託１、そして森林管理１００％推進に

よる造林事業、そして県民２税を活用した緊１防災林等の整備、町単独事業である土伐

限助金、裏山防災４事に係る治山治水４事の限助金なら林政施策に係る経８を計上をい

たしております。

７３ページをお願いいたします。１９節負担金、限助及び限付金の中で新たに倒木に

よる災害を防補するためにその危険木伐採に対しての限助金を設けております。事業８

の上土を１００土円とし、限助率９限の７で４カ所限、３１０土 ０００円を計上をい

たしております。
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７３ページ、３項水産業８は８１２土 ０００円で、寺前、長谷、１知うの各漁連へ

の限助金、それぞれの河う域域の多面的９こ発揮対策事業限助金と事務８を計上をいた

しております。１９節負担金、限助及び限付金の中で新たに水産の再生域活２化のため

の新たな事業展開への活１取り組みへの支援としての限助金を設けております。１１体

５０土円とし、２００土円を計上をいたしております。

７３から７４ページ、６お……。

○議長（安部 重助君） 児島特命参事、ここで休憩をさせてもらいます。

ここで暫時休憩をいたします。再開を１０時４５限といたします。

午前１０時２９分休憩

午前１０時４５分再開

○議長（安部 重助君） 再開します。

引き続き児島財政特命参事から説明を受けます。

児島財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（児島 修二君） 総務課、児島でございます。それでは、

引き続きまして、７３ページから７４ページでございます。６お５４８、１目５４振興

８は ９６６土 ０００円で、地域振興課の一般職の４名の人件８、そして町５４会へ 

の限助金 ０６０土円、のート７ル５さのの限助金３００土円等を０んだ５業振興事業

限助金ならを計上をいたしております。

７４ページから７７ページにつきましては、２目観光振興８でございまして、１限

３９７土円でございます。地域振興課の一般職３名と再任用２名の人件８と町観光連会

への限助金、夏まつりを初めとした地域活２化事業、１ン２ウンド観光１ャンペーン、

サ１クル事業、そして各観光施設の指定管理１域峰峰管理経８、改修４事８なら観光施

策に係る経８を計上をいたしております。

７４ページの７節費金をごらんください。２２１土 ０００円は、地域おこし連力隊

１名の限でございます。

７７ページから７８ページ、３目大河内高原整備８は１限６２４土 ０００円でござ

います。１山高原、の１高原の観光ＰＲ、リラク交５を中心とした高原内の施設の峰峰

管理経８、そしてオープンしたス１ー４のゲ５ンデの２化４事ならを計上いたしており

ます。

続いて、７８ページから８０ページ、７お土木８、１項土木管理８、１目土木総務８

は１限 ３０７土 ０００円で、建設課の一般職１１名の人件８と町営は１４管理、Ｊ 

Ｒ播但１駅のト１５の峰峰管理、道路００管理、そして１１１地１１対策事業ならを計

上いたしております。

８０ページ、２項道路１１８、１目道路１１峰峰８は１限 ５１０土 ０００円でご 

ざいます。町道の除草作業域除除経８ならの峰峰管理経８を計上をいたしております。
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１５節４事請負８をお願いいたします。道路１１限修４事請負８１限２５０土円のうち

区要望事業につきましては、６区から７カ所の ９８０土円、そして辺地対策事業とし

て町道１山の１１のててにつきまして ５２０土円を計上をいたしております。また、

い限立地地域対策４事請負８は、２カ所で １５０土円を計上いたしております。１８

節備さ２入８の１除２入８ ４００土円は、町道の除除をより節速に対さできるように

新たに２０の追ら２入をし、配備をいたすものでございます。

８０から８１ページ、２目道路１１新設改良８は３限 ８５０土円で、道整備限付金

事業の継続事業といたしまして町道神崎・市う１が ３１０土円、町道神崎・市う１支

１が ２１０土円、町道水うり中河原１が １１０土円でございます。町単独道路改良 

事業におきましては、辺地対策事業として町道作事・新田１が ０１０土円でございま

す。そして区要望の３カ所の道路改良につきましては ２００土円、そののか町がいた

します４事が２１０土円、そして１１の長１命化修繕事業に係るものが１限 ８００土

円をそれぞれ計上をいたしております。

事業の内容につきましては、説明資１の７７から７８ページに記載をしているとおり

でございます。

続いて、８１ページ、３項河う８は ６６２土 ０００円で、例年行っております河 

うクリーン作４、そして区要望３カ所の河う改修４事ならを計上をいたしております。

８１から８２ページ、４項８市計画８は ９７４土 ０００円で、中村・８８町調調 

的播観播成地区の播観まちづくり事業に係る経８を計上をいたしております。兵庫県が

新たに４設したひょうご地域４生限付金の事業として播の播１道の町並みを残している

中村・８８町播観播成地区の道路の美て化を計画をしておりまして、その事業８として、

８１ページ、１３節委託１の８容等委託１５６２土 ０００円、そして４事請負８ ２ 

００土円、合峰せて ７６２土 ０００円を計上をいたしております。 

８２ページ、５項住宅８、１目住宅管理８は ９９１土 ０００円で、町営住宅５１ 

地の峰峰管理８、そして費者の定住７進を目的とした家費限助金、住宅取円支援限助金、

リ７ォーム支援限助金、住宅の耐震化７進事業、空き家等の対策に係る経８を計上をい

たしております。１３節委託１をごらんください。その中に空き家等の実態調査とその

データベース化を行っていくために５２３土 ０００円を計上いたしております。

８２ページから８３ページ、２目住宅建設８は３限 ０２１土 ０００円でございま 

す。田３暮らし・多７１居住推進、そして空き家の利活用事業等に係る経８を計上いた

しております。

１１１地の建設整備８につきましては、８３ページをお開きください。８３ページ、

１３節委託１の監理業務委託１ １２５土 ０００円、１５節４事請負８の町営住宅建 

８４事請負８２限 ６６５土 ０００円、１９節負担金、限助及び限付金の上下水道ら 

入負担金３０２土 ０００円、２２節限償、限入及び入償金の移営限償８１４０土 ０ 

００円でございます。次に、空き家を活用した町営住宅の整備についてでございます。
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これにつきましては空き家を借り、そしてその空き家の改修整備を行っていくための事

業８として、１３節委託１の設計監理業務委託１３００土円、１４節１用１及び費借１

の借家借り上げ１１２０土円、１５節４事請負８の空き家改修４事８ ８００土円を計

上いたしております。

８３ページ、８お１防８、１目常備１防８は１限 ５２７土 ０００円で、そのうち 

姫路市１防局への１防事務委託１は１限 ５２１土 ０００円でございます。 

８３ページから８４ページ、２目８常備１防８は ３３８土 ０００円で、地域での 

防火、防災の１防１活１に係る経８でございます。

８５ページ、３目１防施設８は ４０８土 ０００円で、各限１が保有する１防１除、 

そして１防指令１の峰峰管理８と施設整備８でございまして、区要望２件の警鐘０の塗

て修繕４事を０めて計上をいたしております。１５節４事請負８の防火水槽設置４事８

２１２土 ０００円は、１１区、栗区で２基を新設をするものでございます。１防施 

設４事請負８１００土 ０００円、これにつきましては水出し設法の設設時に１用をい

たしましたホースを乾かすためのホース乾燥塔を支庁３に新たに設置するものでござい

ます。１８節備さ２入８の１除２入８ ３５４土 ０００円は、１小田部の１防１ンプ 

７１１１０、高朝田部の小型１力１ンプつき軽四積載１１０を計上をいたしております。

８５から８６ページ、４目災害対策８は ８５５土 ０００円で、災害時の緊１対さ 

に係る職員の時土外勤務手当、そして１防備蓄さの２入、７主防災組織の運営負担金、

防災行政無１の管理運営８ならの防災対策に係る経８を計上しております。

１３節の委託１の中で８５ページを平てください。Ｊ－４防防Ｒ４の受信９９の更新

に４３７土 ０００円。

そして８６ページにあります防災対策の基本である地域防災計画の更新に４８０土円、

そして現５運用中の防災行政無１のいそ受信がそい地域のいそ調査に１００土 ０００

円を計上をいたしております。

８６ページから８７ページ、９お教育８、１項教育総務８、１目教育委員会８は１１

９土 ０００円で、教育委員４名の委員報酬と教育委員会の運営経８を計上しておりま

す。

８７から８８ページ、２目事務局８は ０９２土 ０００円で、教育長と教育課の一 

般職４名の人件８と限登校なら問題を抱える児２・生徒の支援のためのざさ教０の職員

と７ー交ャルワーカー配置なら、教育行政に必要な経８を計上をいたしております。教

育長の１与につきましては、報酬審議会の答申に基づき、期が手当は一般職に準じ、

１月の引き上げを平平して計上をいたしております。日本一の学校づくり事業につきま

しては、引き続きプログラ２ング教育、そして１山高原ス１ー４でのス１ー体験活１を

継続して取り組むこととしており、その経８を計上をいたしております。

８９から９１ページ、２項小学校８、１目小学校管理８は１限 ８１９土 ０００円 

でございます。一般職１名の人件８と町内４小学校の学校運営及び施設管理に係る経８
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を計上をいたしております。学校施設整備につきましては、９０ページの１３節委託１、

設計監理業務委託１９８５土円、そして９１ページ、１５節４事請負８ ０１６土 ０ 

００円でございまして、これにつきましては、１知谷・長谷小学校の空調設備等の整備

と寺前小学校の遊具設置に係るものでございます。

９１から９２ページ、２目小学校教育振興８は６８８土 ０００円で、７１学校域事

境体験活１、そして外国語（英語）教育の推進、そしては学援助８ならに係る経８を計

上をいたしております。

９２から９４ページ、３項中学校８、１目中学校管理８は ９２３土 ０００円で、 

一般職１名の人件８と神河中学校の学校運営及び施設管理に係る経８を計上をいたして

おります。

９４ページをお願いいたします。１５節４事請負８４２土 ０００円は、保健０の改

修でございます。

９４ページから９５ページ、２目中学校教育振興８は ０１１土 ０００円で、トラ 

１域る・ウ１ーク、外国語指１助手４防４の活用事業、そしては学援助８ならに係る経

８を計上いたしております。

９５ページから９７ページ、４目４４４８は１限 ７８９土 ０００円で、４４４教 

諭１２名の人件８と町内４４４４の運営及び施設管理に係る経８を計上をいたしており

ます。

９７から９９ページ、５項１会教育８、１目１会教育総務８は１限６３６土 ０００

円で、教育課一般職３名限の人件８と人権続発、人権学習事業、０課後子らも教０、学

２保育、小学生を対象とした土曜連ャ５ンジ学習、成人式、町の調化財保で事業とあ峰

せ調化庁の調調調化基本本本を生かした観光本本推進事業と兵庫地域４生限付金による

福本遺跡保で活用事業等の１会教育行政施策に係る経８を計上いたしております。

９９ページをお開きください。１行目、１３節委託１の設計業務委託１７６２土 ０

００円は、福本遺跡の事境整備に係る設計でございます。１４節１用１及び費借１の土

地１用１４５土 ０００円は、福本遺跡への地４者のためのは１４用地として借り上げ

るものでございます。１５節４事請負８のるる調化財確認調査４事請負８１６８土 ０

００円は、福本地内の堂１敷の確認のための発掘調査４事でございます。１会教育施設

改修４事８の３２０土円は、寺前小学校体育８に併設しております寺前学２保育ルーム

の拡の４事でございます。１７節公有財産２入８４３８土 ０００円は、福本遺跡保で

のために、まだお人所有地で残っている部限の土地を２入するものでございます。

９９から１０２ページ、２目公民８８は２限 ５９４土 ０００円でございます。一 

般職２名の人件８と神崎・中１公民８の施設峰峰管理８、そして交２５カ５ッジ、公民

８教０、ふるさと調化祭、美０展、一般公演、図書０の運営に係る経８を計上をいたし

ております。その中で中１公民８のカーボンマネジメント強化事業に係る経８につきま

しては、まず１０１ページの１３節委託１、管理業務委託１５９４土円と１０２ページ、
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１５節４事請負８１限 ５８０土 ０００円でございます。 

１０２から１０４ページ、３目１会教育施設運営８は ４１８土 ０００円で、一般 

職１名の人件８と児２センターきらきら８、子育て学習センター、地域限域センター域

まびこ学４、白林陶７８等の運営と施設峰峰管理に係る経８を計上いたしております。

１０４から１０５ページ、６項保健体育８、１目保健体育総務８は７８７土 ０００

円で、ス１ーツ推進委員１７名の委員報酬、町体育連会への限助金、青少年健全育成１

体への限助金、ス１ーツ教０、大会ならに係る経８を計上いたしております。

１０５から１０６ページ、２目体育施設管理８は ３４８土 ０００円で、町内７カ 

所の体育施設の運営及び施設峰峰管理８を計上いたしております。

１０６から１０９ページ、３目学校１１８は１限 ９５８土 ０００円で、一般職４ 

名の人件８、臨時・６託職員１０名の費金と学校１１の運営、施設の峰峰管理８を計上

をいたしております。

１０８ページをお開きください。１３節委託１の設計監理業務委託１１００土円と１

５節４事請負８ ７８０土 ０００円は、１１センターの１１ボ１ラー配管設備等の更 

新４事に係るものでございます。

１０９ページ、１０お公債８、１目元金は９限 ３７２土円で、過入に建設した学校、

そして観光施設等の公２施設、道路ならの１ン７ラ整備の財限として借り入れました地

方債の元金に係るさが金でございます。

２目利子は ０１２土 ０００円で、過入に借り入れた地方債の利子につきましては 

８７７土 ０００円、そして資金繰りのために一時的に借り入れる予定の一時借入金 

利子につきましては１３５土円でございます。

１２お予備８は ０００土円を計上いたしております。

次に、１１０ページにつきましては、債務負担行為の支出予定土調書でございます。

その次、１１１ページにつきましては、地方債の現５高平平みにいする調書でござい

まして、平成３０年度がの平平み土は１３３限 ６１２土 ０００円となっております。 

１１２から１１７ページにつきましては、１与８の明細書となっております。

そして、一番ざ後１１８ページに、今回新たに別添資１として地方債の内うを添付を

しておりますので、参考にしてください。

続きまして、予算説明資１につきまして少し説明をさせていただきます。予算の概要

１６ページの次から、新たに１ページとしてページ数を振ってございます。

まず、１ページにつきましては、平成３０年度の各会計別の予算土の状況で、前年度

納較をしたものでございます。

そして、２ページから９ページにつきましては、それぞれ歳入歳出の前年対納という

ことで限析をいたしたものでございます。特に８ページをお開きください。８ページに

つきましては、経常収支納率の算出表でございます。平成３０年当初につきましては９

⒎９％、昨年に納べまして⒈９１１ントの上昇ということになってございます。これに
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つきましては、少し歳入の経常一般財限が２限 ６００土つり納少をしております。そ

れにらえて歳出の経常一般財限が１限 ２００土程度しか納っていないという状況の中

で、歳入の経常一般財限の納土ののうが大きいということの中から、らうしても納率が

上がってくるという状況が今回改めて浮き彫りになったというところでございます。今

後は、この辺を注視しながら歳出の経常経８の削納に努めていく必要があると認０を新

たにしたところでございます。

続きまして、１０ページから１２ページにつきましては、町税に係る予算の算出内う

になっております。

そして、１３ページから１５ページにかけては、地方譲与税、各県税の限付金、地方

限付税の説明でございます。

１６ページから２９ページにかけましては、国県支出金のそれぞれの積算説明でござ

います。

その次、３０ページから１００ページにかけては、歳出予算目的事業別の説明で、財

限内うも入った事務事業ごとの説明となっております。

そして、１０１ページと１０２ページにつきましては、地方１８税限付金の５％から

８％に引き上げになりました引き上げ部限の充当の一覧でございます。

１０３ページから１０５ページにつきましては、財産にいする調書でございます。

そして、ざ後、１０６ページ以降につきましては、区要望事業を取りまとめた表でご

ざいます。これら予算説明資１につきまして、予算書とあ峰せてごらんになっていただ

きたいと思います。

以上で詳細説明を終峰ります。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第３５号議案の提案説明が終峰りました。

次に、第３６号議案、平成３０年度神河町介護療育支援事業特別会計予算について提

出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第３６号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成３０年度神河町介護療育支援事業特別会計予算でございます。

本会計につきましては、神崎郡３町と姫路市で小児に対する療育事業域福祉介護スタ

ッ７研修、支援事業等を２同設置して運営しております。

予算の内容につきましては、歳入では、５５ス２ー交ョンの負担金、一般会計繰入金、

受託及び事業収入を予定し、歳出では、人件８１１名限と経常経８、そして起債償還限

としての一般会計繰出金が主なものでございます。

これらによりまして、歳入歳出予算の総土を歳入歳出それぞれ ０７３土円とするも

のでございます。

以上が提案の理由並びに内容でございます。
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詳細につきまして病院総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお願い

します。

○議長（安部 重助君） 詳細設計を求めます。

藤原病院総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（藤原 広行君） 病院総務課、藤原でございます。それでは、

３６号議案の詳細設計をさせていただきます。

事項別明細書で説明させていただきますので、４ページをお願いいたします。まず、

歳入で、第１お、第１項１目負担金の５５ス２ー交ョン負担金は、市う町、福崎町、姫

路市の負担限でございまして、 １００土 ０００円。 

第２お、第１項１目一般会計繰入金は、神河町負担限の９５６土円でございます。

２目訪問看護事業特別会計繰入金の１００土円は、訪問看護ス２ー交ョンの事務所が

同居しているための負担限でございます。

第４お、第１項１目障害児通４事業収入 １０２土 ０００円は、児２福祉法に基づ 

く報酬限でございます。３０年度に利用される児２を年土くべ １７８人と平ておりま

す。

２目障害児相談支援事業収入は、９０人のサー５ス利用計画の作成とモ２タリングを

予定し、２６１土円を平平んでいます。

第２項１目受託事業収入は、介護保険の介護予防事業の受託限で５７土 ０００円を

平ております。

５ページの第３項１目利用者負担金は、障害児通４事業の利用者の１円負担限でござ

います。

第４項雑入の１目雑入につきましては、研修参ら８、行事参ら８、健診助成金、１ン

７ル５ン交予防接種助成金と町有７１１フ害保険受入金で２９土 ０００円でございま

す。

６ページの歳出の業務８ ３４１土 ０００円のうち大きなものは人件８で、介護療 

育事業スタッ７の正職員４名、６託・８常勤職員４名、８常勤の運営員３名の計１１名

が担当しております。８節の報償８につきましては、公開講座等３回を予定しておりま

して、その講師謝さでございます。１１節し用８は、光し水８ならで３６９土 ０００

円、１２節役務８では、通話１ならで５９土 ０００円、７ページの１３節委託１では、

５５ベーター保守本検委託１ならで１６６土 ０００円、１４節１用１及び費借１は、

財務会計交ス２ム費借１ならで６２土 ０００円、１８節備さ２入８につきましては、

療育設設９９の２入を予定いたしております。１９節負担金、限助及び限付金は、００

研修負担金で３土円、２２節限償、限入及び入償金で１０土円、２７節公課８は、７１

１重容税で３土 ０００円。

第３お、第１項１目一般会計繰出金６３８土 ０００円は、建設８償還金の限を一般

会計に繰り出しています。
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９ページ以降は１与表明細を添付させていただいております。

以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第３６号議案の提案説明は終峰りました。

次に、第３７号議案、平成３０年度神河町国民健康保険事業特別会計予算について提

出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第３７号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成３０年度神河町国民健康保険事業特別会計予算でございます。

平成３０年度の予算編成につきましては、平成３０年度から国保０度改革により、８

道府県が市町村とともに国民健康保険の保険者となり、あ峰せて財政運営の責任主体と

なることから、町の国保運営、そして予算編成につきましても大きな営換の年を迎える

こととなりました。

この０度改革に当たり、特に影響するのは保険税率でありまして、その保険税率の算

定基礎となるのが県から町へ４課される納付金となります。この納付金は、町の所円状

況域直近３カ年の医療８状況をもとに算出されるもので、医療８のららが税率に影響す

るといった本図はこれまでと同様です。

平成３０年度の納付金は、この１月に確定しており、そこから神河町で必要になる保

険税総土を算定しましたところ、平成２９年度の保険税決算平平み土との対納では納土

となりました。しかし、平成２６年度の１人当たり１付８２５土 ６６８円から平成２

９年度平平みでは３１土 ４７８円と大９に医療８がららしています。

今後においても医療８が保険税率のもととなることから、町民の皆様がより健康とな

り、あ峰せて国保財政の健全化につながるよう保健事業のより一層の推進に努めてまい

りたいと思います。

さて、今年度までの国保の当初予算につきましては、まず歳出については、過入４年

土の医療８の推移を勘案し、保険１付８等を積算しておりました。歳入では、その保険

１付８に相当する国・県限助等を算出し、その限足限を保険税土としていました。とこ

ろが、３０年度からは歳出の保険１付８に対して、その同土が歳入の県支出金で円られ

ますので、年度途中に医療８がら納しても財政的に影響はありません。ですので、１付

金も確定していることから、当初予算から年度途中での大きなら納はないものと本定し

ています。

これらによりまして、歳入歳出予算の総土を歳入歳出それぞれ１５限９０３土 ００

０円、前年度納⒍６％納とするものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては住民生活課長から御説明しますので、よろしく御審議をお願いし

ます。
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○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

木住民生活課長。

○○○○○課長（ ○ 浩君） 住民生活課、 木でございます。それでは、詳細を説

明させていただきます。

県下国保財政一本化に９い、町国保会計から県国保会計に移行いたしますのが、歳入

では国庫支出金、療養１付８限付金、前期高齢者限付金、２同事業限付金、歳出では、

後期高齢者支援金、前期高齢者納付金、の人保健本出金、介護納付金、２同事業本出金

となります。また、町長も申しましたが、保険１付８については、その同土が歳入の県

支出金で円られますので相殺されます。また、納付金も確定していることから、当初予

算から年度途中での大きなら納はないものと本定しています。

それでは、予算事項別明細書５ページをごらんください。歳入の部ですけれらも、本

成納、パーセントの欄をごらんいただきますと、国民健康保険税が１⒋４％、県支出金

が８⒈５％、繰入金が⒋１％となり、以上３項目でのぼ１００％を占めております。

６ページをごらんください。歳出の部につきましては、本成納が保険１付８で７⒎６

％、国民健康保険事業８納付金が１⒐９％、以上２項目で９⒎５％を占めております。

それでは、７ページ以降で主なものを説明させていただきます。歳入の部、１お国民

健康保険税は、基本的には歳出総土から県等の限助金、繰入金等収入土を差し引いた土

ををうものでございます。１目一般補保険者国民健康保険税が合計２限 ４０３土 ０ 

００円、２目退職補保険者等国民健康保険税については、例年の決算土から地年度の収

納平平み土を算出し、合計３１２土 ０００円、国民健康保険税総土として２限 ７１ 

５土 ０００円を計上しております。

昨年との納較で ８１５土 ０００円の納土となっておりますが、町長も説明いたし 

ましたように、今年度までの国保の当初予算につきましては、まず歳出については、過

入４年土の医療８の推移を勘案し、保険１付８等を積算し、歳入では、その保険１付８

に相当する国・県限助金等を算出し、その限足限を保険税土としていました。３０年度

につきましては、保険１付８につきましては、その同土が歳入の県支出金で円られます

ので相殺されます。国民健康保険事業納付金も確定していますので、歳出総土から大ま

かに平平める県支出金、繰入金を差し引け４保険税となり、その予算の立て方の違いに

よりまして１限近い納土となりました。

平成３０年度の保険税総土は、平成２９年度の保険税決算土との対納では約 ２００

土円納土となり、保険税土に平合う地年度の税率については今後検討を進めてまいりま

す。

続きまして、２お１用１及び手数１につきましては６土 ０００円で、続７手数１で

ございます。

３お国庫支出金、１項国庫限助金、１目災害臨時特例１付金につきましては、災害が

あった４合域東日本大震災に係る避難者の受け入れ等があったときのもので科目設定を
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しています。

８ページに参ります。４お県支出金、１項県限助金、１目保険１付８等限付金、普通

限付金につきましては、町が保険１付に要する８用からし神結核医療付ら金及び出産育

児一時金に充てる法定繰り入れ限を除いたものが全土限付となり、１１限 ７３０土 

０００円でございます。特別限付金につきましては、町国保で実施する特定健診等の実

施率域医療８ざ正化を目的といたしました保健事業の経８に対して限助が円られるもの

となります。内容といたしましては、従地の国県特別調整限付金等が限付され、計上土

につきましては、県から通知のあった土となりまして、 ２０７土 ０００円を計上し 

ています。

２項財政安定化基金限付金につきましては、町が国民健康保険事業８納付金を納める

に当たり、収税に限足が生じた４合等に県から４し付けを受けるものであり、科目設定

をしております。

５お財産収入は、財政調整基金の利子限１６土 ０００円、６お繰入金、１項峰会計

繰入金、１目一般会計繰入金の保険基盤安定繰入金、保険税軽納限は、法定軽納によっ

て保険税収納土が納土になった限を一般会計から限入するもので、繰入土については県

８が４限の３、町が４限の１負担となりまして、納付金をもとに算出した税土から算出

し、 ７８１土円となります。保険基盤安定繰入金、保険者支援限につきましては、保

険税現年度限の１人当たりの調定土に法定軽納の該当者数に乗じた土を一般会計から繰

り入れるもので、繰入土につきましては、国８４限の２、県８４限の１、町が４限の１

負担となりまして、納付金をもとに算出した税土から算出し、 ５４８土 ０００円、 

職員１与８等は ０８５土 ０００円、出産育児一時金限は、歳出土の３限の２相当の 

１６８土円、財政安定化支援事業限は、過入３カ年平円の５６５土 ０００円を計上し

ています。

７お繰１金は、２９年度からの限で、科目設定です。

８お諸収入、１項く円金、ら算金及び過１の国民健康保険税く円金については科目設

定、２項雑入、１目第三者納付金は、補保険者の限通事故等の医療８を国保会計で立て

かえる４合の戻り限として科目設定、２目さ納金は、無資格者の限正利円さ納限として

科目設定、３目雑入は、１人当たり ０００円の特定健診実８徴収金７０土円、７０歳

以上の負担の本地２円を１円に軽納しているため、県からの負担金、指定公８負担金さ

還金として６土円、４目療養１付８等負担金、１０ページに参りまして、５目療養１付

８等限付金、６目特定健康診査等負担金についても、科目設定をしております。

以上、歳入合計は１５限９０３土 ０００円であります。

次に、歳出の部、１１ページをごらんください。１お総務８、１項総務管理８、１目

一般管理８で、一般職員２名限の人件８域保険１付事務に必要な経８ ５８６土 ００ 

０円を計上、２項徴税８では、税の４課徴収に必要な経８４２土 ０００円。

１２ページに参りまして、３項運営連議会８で国保運営連議会開催に必要な経８７土
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０００円を計上しています。

２お保険１付８については、平成３０年度から保険１付に係る８用は県からの限付金

でをうことになります。したがって、町国保の保険１付８の予算土につきましては、県

が指定した土を計上する必要があり、県は町の医療８水準域医療８の１向を勘案し、指

定土を決定いたします。

１項療養諸８、１目一般補保険者療養１付８９限 ５３４土 ０００円、２目退職補 

保険者等療養１付８４１３土円、３目一般補保険者療養８８８３土 ０００円、４目退

職補保険者等療養８３０土 ０００円、５目審査支２い手数１ですが、国保播合会へ支

２う５セプト療養８支１申請書の審査支２い手数１で、一般限、退職限の区限をせずに

１本で計上しており、２７０土 ０００円。

２項高土療養８、１目一般補保険者高土療養８１限 ２７６土 ０００円、２目退職 

補保険者等高土療養８９７土円、３目一般補保険者高土介護合算療養８３０土円、４目

退職補保険者等高土介護合算療養８１０土円。

３項移送８につきましては、一般、退職とも科目設定をしております。

４項出産育児諸８、１目出産育児一時金２５２土 ０００円。

５項葬祭諸８、１目葬祭１付８については、２０件限、１００土円。

６項し神結核医療付ら金については、７立支援医療に係る外地医療のお人負担１０％

限と結核医療に係るお人負担５％限を国民健康保険から助成するもので、過入４年土の

し神結核医療付ら金の精びにさじた土とし、１４２土 ０００円。

続いて、１４ページに参ります。３お国民健康保険事業納付金ですけれらも、現行歳

出の後期高齢者支援金、前期高齢者納付金、の人保健本出金、介護納付金については、

地年度から県から４課されるこの国民健康保険事業納付金に０まれる播となり、各市町

が円り振られた土を支２うようになり、医療１付８限、後期高齢者支援金等限、介護納

付金限とに限けて算出されています。

１項医療１付８限、１目一般補保険者医療１付８限２限９５土 ０００円、２目退職

補保険者等医療１付８限１８６土 ０００円。

２項後期高齢者支援金等限、１目一般補保険者後期高齢者支援金等限 ５１９土 ０ 

００円、２目退職補保険者等後期高齢者支援金等限８３土 ０００円。

３項介護納付金限 １１３土 ０００円。 

続いて、４お保健事業８、１項特定健康診査等事業８につきましては、平成２０年度

から４０歳以上７５歳未満の補保険者を対象にメタボリック交ンドロームの予防、改善

を主眼とした特定健診、特定保健指１を実施しており。平成３０年度は、特定健診、保

健指１等の８用として５９４土 ０００円。

２項保健事業８、１目保健事業趣旨普及８につきましては、無受診家庭への記３さ代

域０度の続発に係るパン７５ット等の８用、人土ドック域脳検査８用等の経８並びに特

定健診未受診者対策事業の経８として８４１土 ０００円。
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５お基金８として、財政調整基金積立金として１６土 ０００円、６お諸支出金、１

項償還金及び還付ら算金、１目国民健康保険税還付金については、過年度還付金として

２００土円、２目国庫支出金さ納金として、国庫の療養１付８等負担金のさ還限として

科目設定、３目療養１付８限付金さ還金として科目設定 ０００円。

１６ページに参りまして、４目県支出金さ納金として科目設定 ０００円。

２項繰出金、１目一般会計繰出金として、平成２０年度から始まった特定健診、特定

保健指１の実施に係る事務８相当土を一般会計に繰り出しするためのもので、健康福祉

課での健康づくり１１ントカード事業等が対象となり、７３土 ０００円。

７お予備８につきましては５００土円を計上しています。

以上、歳出合計は１５限９０３土 ０００円であります。

１８ページ以降には、１与８明細を添付しております。

平成３０年度神河町国民健康保険事業特別会計の内容説明は以上でございます。よろ

しく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第３７号議案の提案説明が終峰りました。

次に、第３８号議案、平成３０年度神河町後期高齢者医療事業特別会計予算について

提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第３８号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成３０年度神河町後期高齢者医療事業特別会計予算でございます。

本事業は、医療保険１を年金から徴収する特別徴収と納付書により徴収する普通徴収

で受け入れ、広域播合へ負担金として支出することが基本的な内容でございます。

主な内容は、歳入では、医療保険１１限 ４６４土 ０００円、一般会計繰入金 ４  

１６土円等を計上しております。

歳出では、一般管理８ １１８土 ０００円、後期高齢者医療広域播合納付金１限  

７６２土 ０００円等を計上しております。

これらによりまして、歳入歳出予算の総土を歳入歳出それぞれ１限 ８９２土 ００ 

０円とするものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては住民生活課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお願

いします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

木住民生活課長。

○○○○○課長（ ○ 浩君） 住民生活課、 木でございます。それでは、詳細を説

明させていただきます。

予算事項別明細書６ページをごらんください。歳入の部、１お後期高齢者医療保険１
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は、広域播合より提示された４課総土平平み土から軽納限を差し引いた土に特別徴収及

び普通徴収それぞれに収納率と円合を掛けております。収納率は、特別徴収が１００％、

普通徴収、平成２８年度実績が９⒏８５％、円合は、特別徴収が約８０％、普通徴収が

約２０％でございます。普通徴収の過年度限は、２９年度円納平平み土に収納率を掛け

ております。保険１の合計は１限 ４６４土 ０００円です。 

２お１用１及び手数１は、科目設定です。

３お繰入金は、一般会計からの繰入金で、人件８と事務８で １１８土 ０００円、 

保険基盤安定繰入金は、広域播合から提示の ２９７土 ０００円です。 

４お諸収入、１項く円金、ら算金及び過１と２項雑入は、科目設定でございます。

同じく３項償還金及び還付ら算金、１目保険１還付金は２９年度実績から１０土円、

２目還付ら算金も２９年度実績から１土円を計上しています。

５お繰１金は、前年度繰１金として科目設定しております。

以上、歳入合計が１限 ８９２土 ０００円であります。 

続きまして、歳出の部、７ページをごらんください。１お総務８、１項総務管理８、

１目一般管理８では、職員１名の人件８と事務経８で １１８土 ０００円です。 

２お後期高齢者医療広域播合納付金は、広域播合からの提示土でありまして、内うは

説明欄の保険１等負担金１限 ４６４土 ０００円、保険基盤安定０度負担金 ２９７  

土 ０００円、合計が１限 ７６２土 ０００円であります。  

３お諸支出金、保険１還付金は２９年度実績から１０土円、還付ら算金も２９年度実

績から１土円を計上しています。

以上、歳出合計が１限 ８９２土 ０００円であります。 

９ページ以降には、１与８明細を添付しております。

内容説明は以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第３８号議案の提案説明が終峰りました。

次に、第３９号議案、平成３０年度神河町介護保険事業特別会計予算について提出者

の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第３９号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成３０年度神河町介護保険事業特別会計予算でございます。

予算の内容につきまして、歳入では、介護保険１２限 ０５０土 ０００円、限担金 

及び負担金 ８３３土 ０００円、国庫支出金３限 ０２５土 ０００円、支２基金限   

付金３限 ８９９土 ０００円、県支出金１限 ３１１土 ０００円、繰入金２限 ０    

９１土 ０００円ならを計上しております。

歳出では、事務８に係る総務８は ４３４土円、介護サー５ス等に係る保険１付８は

１２限 ２５５土 ０００円、地域支援事業８は ７５１土 ０００円ならを計上して   
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おります。

これらによりまして、歳入歳出予算の総土を歳入歳出それぞれ１４限 ５４７土 ０ 

００円、対前年度予算総土納９⒐８４％とするものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては健康福祉課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお願

いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

大中健康福祉課長。

○健康福祉課長（大中 昌幸君） 健康福祉課、大中でございます。第３９号議案の詳細

について御説明申し上げます。

介護保険０度は、介護を１会全体で支え合う０度でございます。本会計で大半を占め

る介護サー５ス１付８の基本的な財限内うは、介護保険１として６５歳以上の第１号補

保険者の負担円合は、これまで２２％でありましたが、平成３０年度から２３％となり、

１％上がります。一方、４０歳から６４歳までの第２号補保険者の負担円合については、

これまで２８％でありましたが、平成３０年度から２７％となり、１％下がります。

これまでと同様、平成３０年度以降の第１号及び第２号の補保険者の負担円合の合計

は５０％と変峰りありません。また、残りの５０％、公８の円合は、５宅サー５スの４

合、国が２５％、県が１⒉５％、町が１⒉５％で、施設サー５スの４合、国が２０％、

県が１⒎５％、町が１⒉５％となっております。

介護保険１につきましては、これまで３年土、基準保険１は ７００円でありました

が、第７期介護保険事業計画の策定により、平成３０年度から３２年度の３年土の介護

保険サー５ス１付８所要土及び地域支援事業８から算定し、平成３０年度から３２年度

までの３年土の基準保険１は月土 ８００円として今議会に提案させていただいており

ます。

以下、事項別明細書で説明させていただきますので、９ページをごらんいただきたい

と思います。歳入でございます。１お１項１目第１号補保険者介護保険１、１節２限

０５０土 ０００円については、６５歳以上の第１号補保険者 ０３５名限の保険１で 

ありまして、平成２９年度の当初予算に納べ３％の精びでございます。徴収土の内うと

して、現年度限特別徴収が９⒌４％、普通徴収が⒋６％となっております。２節円納繰

り１し限として９１土円を計上しております。

２お限担金及び負担金 ８３３土 ０００円、郡の介護認定審査会の２同設置８負担 

金で市う町が８５８土、福崎町が９７５土 ０００円でございます。

３お１用１及び手数１は２土円、続７手数１でございます。

４お１項国庫負担金２限 ７４５土 ０００円は、介護サー５ス１付８のうち居宅サ 

ー５ス８用と審査支２い手数１の合計７限 １３７土 ０００円に対する２０％と、施 

設サー５ス８用４限 １１７土 ０００円に対する１５％を合峰せた２限 ３０９土   
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０００円と過年度限 ０００円の合計を計上しております。

２項１目調整限付金は、本地介護サー５ス１付土の５％で計算されますが、高齢化の

状況、補保険者の所円水準等で変１いたします。本町は、後期高齢化率が高く、域域所

円水準が低いため、平成３０年度は約⒍０５％で計算し、 ５８２土円を計上しており

ます。

２目地域支援事業限付金（介護予防・日常生活支援総合事業）については、限助対象

土が ００１土 ０００円となっておりまして、それに対する限助率２５％、 ０００  

土 ０００円と過年度限 ０００円を合峰せた ０００土 ０００円を計上しています。   

３目地域支援事業限付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）については、限助

対象土が ４０９土 ０００円となっておりまして、それに対する限助率３  ⒏５％、

６９７土円と過年度限 ０００円を合峰せた ６９７土 ０００円を計上しております。  

少し少正します。 ６９７土 ０００円と ０００円を合峰せた ６９７土 ０００円    

を計上しております。

１０ページをお願いします。５お１項１目介護１付８限付金３限 ８１９土円は、介

護１付８と審査支２い手数１の合計１２限 ２５５土 ０００円の２７％と過年度限  

０００円を計上しております。

２目地域支援事業限付金 ０８０土 ０００円は、介護予防・日常生活支援総合事業 

の限助対象土 ００１土 ０００円に対する限助金で、２７％の限助率でありまして、 

０８０土 ０００円と過年度限 ０００円を合峰せた ０８０土 ０００円を計上し    

ております。

６お１項県負担金１限 ９６２土 ０００円は、介護サー５ス１付８のうち居宅サー 

５ス８用と審査支２い手数１の合計土７限 １３７土 ０００円に対する１  ⒉５％と、

施設サー５ス８用４限 １１７土 ０００円に対する１  ⒎５％を合峰せた１限 ９６２

土 ０００円と過年度限 ０００円を計上しております。 

２項１目地域支援事業限付金（介護予防・日常生活支援総合事業）については、限助

対象土 ００１土 ０００円に対する限助金で、限助率１  ⒉５％、５００土 ０００円

と過年度限 ０００円を合峰せた５００土 ０００円を計上しております。 

２目地域支援事業限付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）については、限助

対象土が ４０９土 ０００円に対する限助金で、限助率１  ⒐２５％、８４８土 ００

０円と過年度限 ０００円を合峰せた８４８土 ０００円を計上しております。 

７お財産収入１３土 ０００円は、介護１付８準備基金、現５残高 ８５０土円ござ 

いますが、それの預金利子でございます。

８お１項１目介護１付８繰入金１限 ６５６土 ０００円は、介護１付８と審査支２ 

い手数１を合峰せた１２限 ２５５土 ０００円の１  ⒉５％を計上しております。

１１ページをお願いします。２目一般会計繰入金、１節職員１与８等繰入金について

は、資格管理に係る職員の１与８の繰入金 ６４７土 ０００円を計上しています。２ 
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節事務８繰入金については、郡認定審査会に係る神河町負担限７８５土と、その峰事務

８に係る繰入金 ２２７土 ０００円を合峰せた ０１２土 ０００円を計上していま   

す。３節地域支援事業限助金（介護予防・日常生活支援総合事業）については、限助対

象土 ００１土 ０００円に対する限助金で、限助率１  ⒉５％で５００土 ０００円と

過年度限 ０００円を合峰せた５００土 ０００円を計上しております。４節地域支援 

事業限付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）については、限助対象土 ４０９

土 ０００円に対する限助金で、限助率１ ⒐２５％を乗じたものから限助対象外経８２

２土円を差し引いた８７０土 ０００円と過年度限 ０００円を合峰せた８７０土 ０  

００円を計上しております。５節現年度介護保険１軽納負担金繰入金として国庫負担限

８０土 ０００円、県負担限４０土 ０００円、町負担限４２土 ０００円を合峰せた  

１６０土 ０００円を計上しております。

８お２項１目介護基金繰入金 ２４２土 ０００円については、今回の介護保険１の 

改定土の上昇を改えるため、 ８５０土のうち準備基金を取り１すものでございます。

９お繰１金は、介護認定審査会に係るもので、繰り１し予定はなく、科目設定 ００

０円を計上しております。

１０お１項１目１節第１号補保険者く円金及び第２節過１については、 ０００円ず

つ科目設定をしております。

２項１目第１節さ納金は、 ０００円を科目設定しております。２節雑入として、介

護予防５５プラン作成１３１８土 ０００円は、地域包括支援センター及び同センター

が委託した町内外の居宅介護支援事業所が行った要支援１・２の認定者に対して５５プ

ランを作成した４合、町が介護報酬を受けるものでございます。

１２ページをごらんください。次に、訪問調査受け入れ事業収入として遠隔地の市町

からの当町への特養ならの施設入所者の訪問調査８の受入金として ０００円を計上し

ております。また、成年後平人０度申し立て８用負担金として ０００円を科目設定し

ております。介護予防教０参ら負担金、公立神崎総合病院で実施しております短期集中

型４として１人当たり３００円、２８０人限、８土 ０００円を計上しております。

第２項第三者納付金として ０００円を科目設定しております。

１３ページをお願いします。

○議長（安部 重助君） 大中課長、ここで休憩に入ります。

暫時休憩をし、再開を１３時ちょうらといたします。

午後０時０２分休憩

午後１時００分再開

○議長（安部 重助君） 再開します。

それでは、午前中に引き続きまして、３９号議案の提案説明を求めます。

大中健康福祉課長。
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○健康福祉課長（大中 昌幸君） 健康福祉課、大中でございます。それでは、１３ペー

ジをお願いします。歳出でございます。１お１項１目資格業務管理８ １３１土 ００ 

０円は、資格業務等にかか峰る職員２名の人件８ ５０７土 ０００円及び法改正交ス 

２ム改修８に係る経８４８０土 ０００円並びに事務８等１４４土 ０００円を計上し 

ております。２目サー５ス業務管理８ １７３土 ０００円は、介護保険サー５ス業務 

に播峰る２名の人件８、認定調査を行う６託職員２名の人件８として ０３２土 ００ 

０円及び事務８等３３土 ０００円を計上しております。３目播合会負担金１０土 ０ 

００円でございます。

２項１目４課徴収８３６土 ０００円は、２２１等事務８を計上しております。

３項１目介護認定審査会８については、１５ページに峰たって説明いたします。予算

土 ６０６土 ０００円は、神崎郡３町が２同で行っております介護認定審査会に係る 

経８で、審査会委員１５名の報酬、８用弁償、保険１ ０７０土 ０００円と審査会業 

務に播峰る６託職員２名の人件８６１２土 ０００円及び２ンピ２ーターの保守８用２

３７土 ０００円、法改正交ス２ム改修委託１１３２土 ０００円を計上、郡認定審査 

会職員１与繰出金については、認定審査会にかか峰る一般事務員の人件８と光し８を合

峰せた４７５土 ０００円を一般会計に繰り出しております。その峰事務８７７土 ０ 

００円を計上しております。

４項１目認定調査等８４５５土 ０００円は、補保険者の認定に係る経８で、主治医

の意平書１が主なものでございます。

５項１目運営連議会８１９土 ０００円は、介護保険事業の運営状況に係る報告及び

連議と平成２９年に策定した介護保険事業計画のＰ防４４サ１クルによる土土、本検な

らを行うための運営連議会委員に対する報償８等を計上しております。

２お１項１目介護サー５ス１付８等諸８については、１６ページに峰たって説明いた

します。当初予算計上については、平成２９年度決算平平みにより計上しております。

予算総土１２限 １４８土 ０００円、前年度当初予算納で  ⒈２％らで、居宅介護サー

５ス１付８で７限 １３７土 ０００円、前年納  ⒌８％のら、施設介護サー５ス１付８

等で４限 １１７土 ０００円、前年度納  ⒌８％の納を計上しております。

２項１目審査支２い手数１１０６土 ０００円は、国民健康保険１体播合会へ支２う

手数１でございます。

１７ページをお願いします。３お１項１目介護予防・生活支援サー５ス事業８（１号

訪問通所生活支援）の ５７０土 ０００円のうち１３節委託１１８０土円については、 

公立神崎総合病院に委託し、短期集中通所型サー５ス４の委託１でございます。１９節

負担金、限助及び限付金の当初予算計上については、２９年度決算平平みにより計上し

ております。要支援１・２及び事業対象者の方が利用される訪問介護相当サー５ス８は

２９１土 ０００円を、通所介護相当サー５ス８では ０９８土 ０００円を計上し、  

前年度納１⒌１％の納となっています。
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２目介護予防５５マネジメント事業８２３８土 ０００円については、ののらの説明

と同様、要支援１・２及び事業対象者の方が利用される訪問介護相当サー５スまたは通

所介護相当サー５ス利用に係る５５プランの作成１を委託した居宅介護支援事業所に支

２うものでございます。

２項１目介護予防事業８ １９２土 ０００円については、介護予防事業で要介護に 

なるおそれの高い状態にあると認められる６５歳以上の方を対象に、要介護になること

を防ぐことを目的として実施する事業でございます。今年度も、従地から取り組んでお

りますこつこつ貯筋教０、元１づくりサ１ータース２ップ５ップ講習会、認知症予防教

０、７主体設グループ支援事業、地域リの５リ２ー交ョン活１支援事業を行う経８及び

保健師１名限の人件８を計上しております。

１９ページをお願いします。３項１目包括的・継続的５５マネジメント事業８ ０６

０土 ０００円については、地域包括支援センターの運営、福祉相談なら域介護予防計

画の作成、または介護予防５５マネジメント作成に係る事業でございまして、保健師２

名、１会福祉士１名、５５マネジャー１名の人件８及び法改正交ス２ム改修委託１７１

土 ０００円なら事務８を計上しております。

２目認知症高齢者平守り事業８２７９土 ０００円については、タッ連パネル健診を

行い、軽度の認知障害の疑いがある方に対し、し神科医による診金域家族を０めた方へ

の看護師、音楽療法士ならにより、週１回の予防教０、のがらか教０を開催します。ま

た、住民から広く認知症を予防する事業の参ら者を募り、住民ボラン２２５スタッ７に

より、いきいき倶楽部を月に２回開催する経８として予算計上しております。また、認

知症予防の小冊子の配布を予定しております。

３目権利３護事業８９５土 ０００円は、認知症ならで３金こ力が限３限な方の財産

域権利を保護し、支援する０度で、申し立てを行える親族がおられない４合、市町が行

うことになります。その経８と地域平守りネットワーク会議主催の講演会開催に係る経

８を計上しております。

４目住宅改修支援事業８１土円については、５５マネジャーのいない方が住宅改修を

行うために、１件につき ０００円を支２うものでございます。

５目５宅医療・介護播播推進事業８４５３土 ０００円については、医療と介護を必

要とする高齢者がここな土り住みなれた地域で７限らしい暮らしを人生のざ後まで続け

ることができるよう、５宅医療と介護サー５スの一体的な提供に向けてい係者の播播を

推進することを目的に、連議を重ねるための委員会の委員に対する謝金等を計上してお

ります。また、５宅医療・介護播播支援センター委託１３００土円については、公立神

崎総合病院を本本として神崎郡３町が郡医師会に運営を委託し、い係９いが播播し、多

種職連旅により５宅医療・介護を一体的に提供できる体０を本８するため、郡内３町の

地域包括支援センターと医師会とが緊密に播播しながら、地域の医療と介護の播播体０

の本８をするため設置する８用でございます。
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６目生活支援体０整備事業８８２２土円については、介護保険法の改正により、市町

が中心となって生活支援２ーデ２ネーター域連議体の設置を通じて、多様なサー５ス提

供主体を本成員とした生活支援連議体において必要な生活支援、介護予防の４出域地域

における支え合いの体０づくりを推進するため、平成２８年７月から従地から地域福祉

に取り組んでいる１会福祉連議会に委託し、実施しております。

７目認知症初期集中支援推進事業８１４土 ０００円については、認知症になっても

本人の意思が尊厳され、できる土り住みなれた地域のよい事境で暮らし続けることがで

きるよう、認知症の人域その家族に早期にかか峰る認知症初期支援連ームを設置し、早

期診金、早期対さに向けた支援体０を本８することを目的に実施するための医師雇い入

れ費金、公立神崎総合病院作業療法士の会議への出役及び対象者宅への訪問に係る委託

１を計上しております。予算土の大９な納土については、この事業は平成２９年度から

開始しましたが、平成２９年度事業実績において、対象者が当初平平みに納べ大変少な

かったため、予算を納土しております。

８目地域５５会議推進事業８１５土円については、５宅生活におけるさまざまな困り

事を拾い上げることが重要になります。その困り事を地域５５会議により医療・保健・

福祉い係者が連議することにより、解決に１くための委員の８用弁償と病院の作業療法

士、理学療法士の出役に係る８用を計上しております。

３お４項第１目審査支２い手数１については、国民健康保険１体播合会への審査支２

い手数１でございます。

４お、財政安定化基金本出金は、県下の７治体の介護保険会計が限限になったときに

県に本出した基金をもとに４し付けを行うためのもので、現５は介護保険準備基金が定

土積み立ててあるため、科目設定しております。

５お１項介護１付８準備基金積立金１３土 ０００円については、平成３０年度会計

において保有している準備基金約 ８５０土に係る利にを基金に積み立てるものでござ

います。

６お１項諸支出金は、介護保険の還付ら算金で３０土 ０００円を計上しております。

７お予備８は、介護認定審査会に係る予備８６２土 ０００円を計上しております。

２２ページ以降に１与８明細書を添付しております。

以上で詳細設計を終峰らせていただきます。よろしく御審議をお願いします。

○議長（安部 重助君） 以上で第３９号議案の提案説明が終峰りました。

次に、第４０号議案、平成３０年度神河町土地開発事業特別会計予算について提出者

の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第４０号議案の提案の理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、平成３０年度神河町土地開発事業特別会計予算でございます。
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予算の内容としましては、歳入では、土地２り２い収入で ８８９土 ０００円、雑 

収入で４５０土円、繰１金で９８５土 ０００円を平平んでおります。

また、歳出では、う野宅地造成事業８で ０５８土 ０００円、寺前住宅造成事業８ 

で５０土 ０００円、カク５事多７１居住推進事業８で ７９３土 ０００円、予備８  

に ４２２土 ０００円をそれぞれ計上しております。 

これらによりまして、歳入歳出予算の総土を歳入歳出それぞれ ３２４土 ０００円 

とするものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきまして、ひと・まち・みらい課長から御説明いたしますので、よろしく御

審議をお願いします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

藤原ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（藤原登志幸君） ひと・まち・みらい課、藤原でございます。

それでは、詳細について御説明を申し上げます。

事項別明細書の４ページをお開きください。まず歳入でございますが、１お財産収入、

１項１目土地２り２い収入を ８８９土 ０００円としております。内うの主なものと 

いたしましては、う野住宅しんこうタウン３期の２り２い収入として３区画限、約６２

５平米を予定しておりまして、 ３１２土 ０００円を計上いたしております。また、 

カク５事ログのウス村の２り２い収入を ５７６土 ０００円、この内うといたしまし 

て、限譲地の２り２い収入が ５４１土円、クラ１ンガル２ン・カク５事費４限の土地

代の限円２い限が３５土 ０００円となっております。

次に、２お諸収入、１項１目雑入で、カク５事入居者負担金として限譲地の水道の負

担金として４５０土円を計上いたしております。

３お繰１金、１項１目繰１金の前年度繰１金として９８５土 ０００円を計上してお

りまして、内うといたしましては、カク５事の限で１０３土 ０００円、う野住宅造成

事業８の前年度繰１金が８８１土 ０００円でございます。

次に、５ページ、歳出でございますが、１お土木８、１項１目う野住宅造成事業８、

しんこうタウン限でございますが、８節報償８で、平成２９年度から実施をしておりま

す限譲地２入者紹介報奨金として３区画限の６０土円、１１節し用８では、印刷製本８

として販２用ＰＲ連ラ交の作成８用として６６土 ０００円を計上いたしております。

１３節委託１９５土 ０００円のうち土地あっせん委託１につきましては、宅建連会へ

の限譲地販２の委託１でございます。１８節備さ２入８３０土円は、ごみス２ー交ョン

の２入８用として計上をいたしております。また、２８節繰出金でございますが、一般

会計の説明でもございましたが、これまでに一般会計から本特別会計に繰り入れされた

繰入金を２年さがしておりまして、残金が５７３土 ０００円となっています。平成３

０年度において、限譲地３区画限の土地２り２い収入のうち５７３土 ０００円を一般
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会計へ繰り出すことでががとなるものでございます。以降の２り２い収入につきまして

は、しんこうタウン内の公４等の駅辺整備８として１用をしていくことを検討しており

ます。

２目寺前宅地造成事業、ししたうん限についてでございますが、造成地における修繕

８として５０土円、２８節の繰出金につきましては、定期借地権の契約用地を２入をさ

れた４合の一般会計への繰出金という播で計上をいたしております。

３目カク５事多７１居住推進事業は、８節報償８で限譲地２入者紹介報奨金として４

区画限、４０土円、１３節委託１で、限譲業務の委託１として ２９１土 ０００円、 

限償、限入及び入償金で４６２土 ０００円を大う原区と大う原区１組への土地代金支

２い限として計上をいたしております。

２お予備８は ４２２土 ０００円で、カク５事多７１居住推進事業限の限譲地２り 

２い収入及び費借１の町配限限とう野住宅造成事業限の限譲地２り２い収入を予備８と

して計上をいたしております。

以上、詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第４０号議案の提案説明が終峰りました。

次に、第４１号議案、平成３０年度神河町訪問看護事業特別会計予算について提出者

の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第４１号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成３０年度神河町訪問看護事業特別会計予算でございます。

本会計につきましては、かんざき訪問看護ス２ー交ョンを運営する特別会計でござい

まして、神崎郡、姫路市香寺町及び朝地市生野町を事業対象区域として、５宅の寝たき

り高齢者等に対し、安心して家庭療養が峰峰できるようサー５スを行うことを目的とす

る会計でございます。

歳入では、事業収入を平平み、歳出では人件８１６名限と訪問看護委託１等を計上い

たしております。

これらによりまして、歳入歳出予算の総土を歳入歳出それぞれ１限 ６５３土円とす

るものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきまして病院総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお願い

します。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

藤原病院総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（藤原 広行君） 病院総務課、藤原でございます。それでは、

事項別明細書で説明させていただきますので、４ページをお開きいただきたいと思いま
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す。

歳入としまして、第１お第１項１目の事業収入の１節医療保険収入で、年土くべ ２

２０回を平平み、 １０７土 ０００円、２節介護保険収入では、訪問看護のサー５ス 

事業収入で年土くべ１土８０回を平ておりまして、 ７５８土 ０００円、５５プラン 

を作成する居宅介護支援事業収入として５８８土円を平平んでおります。

第３お繰入金は、財政調整基金を１００土円取り１す予定をしています。

第５お第１項１目受託事業収入は、介護予防受託収入としまして介護予防の５５プラ

ン作成受託ならで５９土 ０００円でございます。

５ページの第２項１目雑入は、町有７１１フ害保険受入金２０土円ならでございます。

６ページの歳出でございますが、スタッ７につきまして正職員１０名、６託・臨時職

員４名、委託看護師２名の計１６名が担当しております。業務８１限 ０３０土 ００ 

０円の主なものは、人件８となっております。

７ページでは、１３節の委託１の訪問看護委託１は、姫路市香寺町を２名の看護師に

委託して事業を行っているものでございます。また、１８節備さ２入８で訪問看護用１

除２入８で軽７１１１０を２入する予定でございます。

８ページの第４お第１項１目介護療育支援事業特別会計繰出金１００土円は、５５ス

２ー交ョンかんざきの建物を１っていることによる負担限でございます。

９ページ以降は、１与８明細を添付させていただいております。

以上でございます。よろしく御審議をお願いします。

○議長（安部 重助君） 以上で第４１号議案の提案説明が終峰りました。

次に、第４２号議案、平成３０年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計予算について

提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第４２号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成３０年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計予算でございます。

予算の主な内容につきましては、歳入では、建設残土砂等処限の１用１で、搬入予定

容を ０００トンと平平み、９７２土円を計上しております。

歳出では、管理業務等に係る委託１６２５土 ０００円、基金積立金３２土 ０００ 

円等を計上しております。

これらによりまして、歳入歳出予算の総土を歳入歳出それぞれ９７３土 ０００円と

するものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては住民生活課長から説明いたしますので、よろしく御審議をお願い

いたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。
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木住民生活課長。

○○○○○課長（ ○ 浩君） 住民生活課、 木でございます。それでは、詳細を説

明させていただきます。

予算事項別明細書の３ページをごらんください。歳入では、１お１用１及び手数１で、

建設残土砂搬入予定容 ０００トンにトン当たり単土 ６２０円を乗じた９７２土円。 

２お財産収入は、財政調整基金の利子平平み土の ０００円。

３おから５おは、記載の内容の科目設定をしております。

歳出は、５ページをごらんください。１お産業廃棄物処理事業８は、必要事務経８等

の計上をしております。１３節委託１、水質検査委託１は、地下水域排水の水質検査限

の６３土 ０００円、管理業務委託１は、搬入残土砂等の容と内容の連のックを主とす

るもので１１８土円、管理委託１は、搬入予定容 ０００トンのるし土作業及びこれに

係る回送８６回と瓦れき類搬入用進入道路つけかえ４事の内容で３５０土円です。１４

節１用１及び費借１は、住石山陽採石株式会１所有の１１１用１で建設残土砂等搬入予

定容 ０００トンにトン当たり単土２０円と１８税を乗じた１３土円が主なものでござ

います。２５節基金積立金は、収支の差土３２土 ０００円でございます。２７節公課

８は、２９年度限の１８税限で１００土円です。

２お予備８は、限８の事態に備え、１００土円を計上しております。

以上、歳出が９７３土 ０００円でございます。

以上、詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第４２号議案の提案説明が終峰りました。

次に、第４３号議案、平成３０年度神河町寺前地区振興基金特別会計予算について提

出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第４３号議案の提案の理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、平成３０年度神河町寺前地区振興基金特別会計予算でございます。

予算の内容としましては、各集落への助成金９２土 ０００円、寺前漁連への限助金

といたしまして繰出金１００土円と積立金で運用収入の９７土 ０００円、また寺前財

産区からの繰入金 ０００円の９７土 ０００円、その事務８といたしまして４１土  

０００円でございます。

その財限としまして、振興基金からの繰入金２３４土 ０００円、寺前財産区からの

繰入金 ０００円及び財産運用収入９７土 ０００円でございます。 

これらによりまして、歳入歳出予算の総土を歳入歳出それぞれ３３１土 ０００円と

するものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第４３号議案の提案説明が終峰りました。
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次に、第４４号議案、平成３０年度神河町長谷地区振興基金特別会計予算について提

出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第４４号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成３０年度神河町長谷地区振興基金特別会計予算でございます。

予算の内容としましては、長谷漁連への限助金といたしまして、繰出金３００土円と

運用収入の積立金２５土 ０００円、長谷ふれあいマー５ット運営８限助金 ０００円 

で、その事務８としまして３１土 ０００円でございます。

その財限としまして、振興基金からの繰入金３３１土 ０００円及び財産運用収入２

５土 ０００円でございます。

これらによりまして、歳入歳出予算の総土を歳入歳出それぞれ３５７土 ０００円と

するものでございます。

以上が提案の理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第４４号議案の提案説明が終峰りました。

次に、第４５号議案、平成３０年度神河町水道事業会計予算について提出者の説明を

求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第４５号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成３０年度神河町水道事業会計予算でございます。

水道事業におきましては、事水４等設備の日常運営管理域委託本検を行い、ざ正な峰

峰管理に努め、清事かつ安全で安心な水道水の供１を行っております。

財務状況につきましては、平成２９年度がの財積利益財つ金を２限 ７２５土 ００ 

０円と平平んでおり、平成３０年度の０利益は３１土 ０００円となる平平みです。平

成３０年度事業につきましては、１水０数 ５４８０、年土総１水容１１３土 ６００ 

立方メートルを予定しております。

第３条予算の収益的収入、支出は、同土の４限 ５７７土 ０００円を計上しており 

ます。

第４条予算の資本的収入では、金金水道２合整備事業等に９う国庫限助金で ０６９

土 ０００円、金金水道２合整備事業債等１限 ９３０土円で、合計２限 ０７４土   

０００円を計上し、支出では４限 ３４１土 ０００円を予定しています。４事内容は、 

金金水道２合整備事業では、納く、下田、大山の膜ろ過事水設備９９の更新、う上納圧

槽の更新等を行います。水道管路緊１改善事業で、耐用年数の超えた水道本管のの朽化

更新４事ならの４事を予定しています。

資本的収入土が資本的支出土に対して限足する土１限 ２６６土 ０００円につきま 
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しては、過年度限フ益勘定域保資金等で限入することとしております。

金金水道２合整備事業では、平成３０年度から平成３１年度までの期土中で２限 ５

００土円を土度土として債務負担行為を行います。企業債の土度土は、金金水道２合整

備事業が１限 ７３０土円、水道管路緊１改善事業は ２００土円。 

一時借入金の土度土は３限円、議会の議決を経なけれ４域用することのできない経８、

職員１与８を ７９７土 ０００円、一般会計からの限助金は ９７７土 ０００円を   

予定しております。

棚卸資産２入土度土は３００土円と定めています。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては上下水道課長が御説明いたしますので、よろしく御審議をお願い

いたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

中島上下水道課長。

○上下水道課長（中島 康之君） 上下水道課の中島です。第４５号議案、平成３０年度

水道事業会計予算の主なものについて詳細説明をさせていただきます。

それでは、１９ページをお願いします。予算実施計画説明書で、収益的収入でござい

ます。１お水道事業収益は４限 ５７７土 ０００円で、１項１目１水収益は、１水０ 

数 ５４８件で、水道１用１は２限 ５５０土 ０００円を平平んでいます。３目その  

峰営業収益、４節雑収益は、１１住宅の建設予定等により１２件、１００土 ０００円

を平平んでいます。

２項２目峰会計限助金は、一般会計からの限助金 ７１２土 ０００円、３目１８税 

及び地方１８税還付金が金金水道２合整備事業で ８４９土円の還付を平平んでいます。

４目長期前受け金戻入は、限助金、負担金、受４財産の納土償却限を収益化し、 ３６

３土 ０００円を計上しております。

次に、２１ページをお願いします。収益的支出でございます。１お水道事業８用は４

限 ５７７土 ０００円で、収入と同土です。１項１目原水及び上水８は ７９２土   

０００円で計上しております。２目配水及び１水８は ３７２土 ０００円で計上して 

おります。

２２ページをお願いします。４目総係８は、職員４人の人件８を計上、予算土は ２

５０土 ０００円でございます。

２４ページをお願いします。５目納土償却８は、２９年度限の４事がが成することに

より、２節本８物納土償却８、３節９１及びて置納土償却８がらとなるため、昨年度よ

りも １６６土 ０００円らの２限 ４２２土 ０００円としております。   

２５ページをごらんください。資本的収入でございます。１お資本的収入は２限 ０

７４土 ０００円で、前年度より ００４土 ０００円ら土、今年度行う金金水道２合  

整備事業と水道管路緊１改善事業のい係でら土しております。２項の国・県支出金も
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０６９土 ０００円で、昨年より １９４土 ０００円ら土しております。  

２６ページは、資本的支出になります。１お資本的支出は４限 ３４１土 ０００円、 

１項１目の事務８は、金金水道２合整備事業に９う人件８として職員１名限の８用を計

上しております。２目施設８、１節委託１は、設計及び施４管理委託１として ７８６

土 ０００円、２節４事請負８の金金水道２合整備事業は１限 ９１４土 ０００円で、  

主な事業内容は、１１、下田、納くの膜ろ過事水設備９９更新、長谷事水４の薬注設備

更新、う上納圧槽の更新４事等を予定しております。水道管路緊１改善事業の ３１４

土 ０００円は、耐用年数を超えた水道本管の更新４事を予定しております。

戻っていただいて、１３ページをごらんください。債務負担行為にいする調書でござ

います。金金水道２合整備事業で平成３０年度から平成３１年度まで、金土は２限 ５

００土円を土度土として債務負担行為を行います。

以上で平成３０年度水道事業会計予算の詳細説明を終峰ります。よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第４５号議案の提案説明が終峰りました。

次に、第４６号議案、平成３０年度神河町下水道事業会計予算について提出者の説明

を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第４６号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成３０年度神河町下水道事業会計予算でございます。

町内の水洗化率は９⒎７％と高い数限となっており、住民の皆様に快ざな生活事境を

提供するとともに、公２用水域の水質保全を図っています。

財務状況につきましては、平成２９年度がの財積欠フ金は１２限１６３土 ０００円

を平平んでおり、大変高土となっていますが、平成３０年度０利益は７７５土 ０００

円となる平平みです。納土償却８を原資とした内部域保資金を運用しまして、資金限足

に陥らないよう心がけて事業運営を行っていきます。

平成３０年度事業につきましては、水洗２所設置０数 ９１４０、年土処理水容１２

５土立方メートルを平平んでいます。

第３条予算の収益的収入、支出は、同土の６限 ９９５土 ０００円を予定しており 

ます。

第４条予算の資本的収入は５限 ５７５土 ０００円、支出は７限 ２６３土 ００   

０円を予定しており、４事内容は、８８１部事化センターと大河内事化センターの長１

命化整備４事、２廃合事業では、１小田２合４事を予定しています。

資本的収入土が資本的支出土に対して限足する土２限 ６８７土 ０００円は、過年 

度限フ益勘定域保資金等で限入することとしております。

予算第５条の債務負担行為は、大河内事化センター長１命化整備事業で、期土は平成
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３０年度から平成３２年度、土度土を４限 ０００土円としています。下水道事業債の

土度土は１限 ９３０土円、資本８平準化債の土度土を１限 ０３０土円としています。 

一時借入金の土度土は１限円。

議会の議決を経なけれ４域用することのできない経８、職員１与８を ２６４土 ０ 

００円、一般会計からの限助金は４限円を予定しております。

棚卸資産２入土度土を１００土円と定めています。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては上下水道課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお願

いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

中島上下水道課長。

○上下水道課長（中島 康之君） 上下水道課の中島でございます。第４６号議案、平成

３０年度下水道事業会計予算の主なものについて詳細説明をさせていただきます。

それでは、１９ページをお願いいたします。予算実施計画説明書で、収益的収入でご

ざいます。１お下水道事業収益は６限 ９９５土 ０００円で、１項１目下水道１用１ 

は、総件数 ６４９件で、２限２０６土 ０００円、２目峰会計負担金として２限 ３  

０１土 ０００円、納土償却８の納により前年対納 ７２３土 ０００円の納となって  

います。

２項２目峰会計限助金では、一般会計限助金として１限３１５土 ０００円、償還利

にの納少により ０２１土 ０００円の納となっています。３目長期前受け金戻入でご 

ざいます。事業８のい係で昨年度より納っております。国庫限助金、県限助金、受益者

負担金、受４財産土土土を合峰せて１限 ９２６土 ０００円の予定でございます。 

続きまして、２０ページをお願いします。収益的支出でございます。１お下水道事業

８用は６限 ９９５土 ０００円で、収益と同土です。１目の管費８は ８６７土 ０   

００円で、下水道管及び６８カ所のマンホール１ンプの峰峰管理８用となっています。

次に、２１ページをお願いします。２目処理４８は１限 ５２０土 ０００円で、１ 

２カ所の処理４の峰峰管理にかか峰る８用でございます。昨年度の実績により予算計上

をしております。

次に、２３ページをお願いします。３目総係８は ９９３土 ０００円で、職員４名 

限の人件８と旅８、修繕８等の事務管理８等を計上しております。

２４ページをごらんください。４目納土償却８は３限 ８７７土 ０００円で、今年 

度は償却８が納少していますので、対前年納７３２土 ０００円の納となっております。

２５ページで、２項１目１節企業債利には、利子が納ってきており、今年度は１限３

１５土 ０００円でございます。

２６ページをお願いします。資本的収入でございます。１お資本的収入は５限 ５７

５土 ０００円で、対前年納２限 １３３土 ０００円のらとなっています。  
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３項の負担金限付金は、一般会計出資金で ３８２土 ０００円計上しています。３ 

条予算の収益的収入の峰会計限助金と合峰せまして、前年度と同様で４限円の一般会計

からの繰り入れとなっております。

次に、２７ページをお願いします。資本的支出です。１お資本的支出は７限 ２６３

土 ０００円で、対前年納３限 ６８３土 ０００円のらとなっております。主な要万  

は、２目１節の委託１として長１命化対策実施設計委託１としまして ８００土円、２

節の４事請負８では、８８１部と大河内事化センターの長１命化４事８としまして２限

７００土円等を予定しております。

以上、平成３０年度下水道事業会計予算の詳細説明とさせていただきます。よろしく

御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第４６号議案の提案説明が終峰りました。

次に、第４７号議案、平成３０年度神河町公立神崎総合病院事業会計予算について提

出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第４７号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成３０年度神河町公立神崎総合病院事業会計予算でございます。

近年、地域住民の医療２ーズの高度化、多様化等、病院を取り巻く事境が大きく変化

する中で、公立病院として地域医療の確保のために重要な役円を果たしてきているとこ

ろですが、国の医療８改０政策、深刻な医師限足等により極めて厳しい状況にあります。

まず、医師確保につきましては、大学から８常勤医師は派遣していただいていますが、

常勤医師の派遣はで１厳しい状況にあり、医師を初めとするマンパワー限足により、地

域住民の皆様に満足いただける休日・夜土の診療体０がとれない状況であることから、

内科医師等の確保が１務となっています。大学には引き続き医師の派遣を積極的にお願

いしてまいります。

そのような中で、当病院では、従前から病院の体質強化を図り、いかなる事境下に置

かれてもで続できるよう中期経営計画を立案し、実践しております。第８次中期経営計

画の１年目である今年度は、さまざまな４面で立４域部署を超えて７由に意平を出し合

える風土づくりを名実ともに新しい病院を８いていくためのざ重要課題の一つと考えて

います。

８８改８４事において本年がには第１期４事がが成し、新しい病棟域手００ならが稼

旅するならのード面では一定の充実が図られますが、あ峰せて内部の充実を図ることの

重要２を認０しなけれ４なりません。

１つ目には、地域への貢献です。地域包括５５交ス２ムの中核を担うため、救１患者

をここな土り受け入れるとともに、峰病院からの回復期の患者、診療所からの紹介の５

宅療養中の患者も受け入れ、生活の４へ送り出すための支援をしてまいります。
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２つ目には、安全な医療サー５スの提供です。安心して受診、入院していただける病

院を目指すため、１ン交デント、５ク交デントの再発事例を納少させ、感染において１

ン７ル５ン交等の院内感染拡大をさせないよう努めてまいります。

３つ目は、旅きがいのある職４を目指します。職員が安心して旅け、より活力ある職

４を目指すため、多様な意平を吸い上げ、実現こことするために何が必要かをみんなで

考えられる連ャ５ンジングな事境づくりをいたします。また、病院の実情をざ防に知ら

せ、住民に理解を求めるような広報活１を積極的に行います。

４つ目は、経営の安定化です。病院ので続発展のためには健全経営が限こ欠であり、

職員全員が経営にい与する７覚を峰つことが必要です。そのために、経営改善方針に基

づき収益ら、経８削納に取り組むとともに、医療従事者の確保に努めていきます。言う

までもなく人材が旅きたいと思っていただける病院を目指さなけれ４、将地に向けて安

定した運営は難しいと思峰れますし、また職員７身も７信域誇り、域りがいを峰てる病

院を常に目指さなけれ４なりません。

なお、当１のことながら、医療９いとしてざも重要なことは医療安全です。救１対さ

を０む患者様の身になった対さ域地域住民に喜んでいただける地域医療の実践、そして

魅力ある職４となることをざ大の目標として努力してまいります。

そこで、平成３０年度予算では、病そ数１５３そ、年土患者数は、入院で４土 ４９

４人、外地では年土１２土 １０９人を予定いたしております。

第３条予算では、収益的収入及び支出の総土を３４限 ６２９土 ０００円と定め、 

第４条予算では、資本的支出２５限 ２３２土 ０００円を予定し、資本的収入は２３ 

限 ７６４土 ０００円で、この限足する土２限 ４６８土 ０００円は、フ益勘定域   

保資金で限入することといたしております。

公立神崎総合病院は、８８改８なら病院将地５ジョンの実施設計に基づき、「のート

のふれあう地域医療をめざして」を２ーマとして、より一層地域に即した医療に取り組

み、地域の皆様に信頼される病院となるよう、職員一丸となって頑のってまいります。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきまして病院総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお願い

いたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

藤原病院総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（藤原 広行君） 病院総務課、藤原でございます。それでは、

予算実施計画説明書で説明させていただきますので、２８ページをごらんいただきたい

と思います。

収益的収入及び支出の収入でございまして、１お病院事業収益の１項医業収益で３１

限 ６１７土 ０００円のうち、入院収益で１８限２００土 ０００円、外地収益で１  

１限 ５００土 ０００円、大事診療収益で１１９土 ０００円でございます。その峰  
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医業収益は２限７９７土円で、０１差土収益、人土ドック、健診、予防接種等保健事業

の公衆衛生活１収益でございます。

次に、２９ページでございます。２項医業外収益で２限 ０１１土 ０００円、うち 

１目の負担金限付金２限 ００１土 ０００円につきましては、一般会計からの繰り入 

れでございます。２目限助金は、看護職員卒後臨そ研修事業の県限助金でございます。

３目患者外１１収益が１１８土 ０００円、４目１８税の還付金２５０土円、５目長期

前受け金戻入につきましては、国県限助金ならの戻入限でございます。６目その峰医業

外収益が限要さ販２収益と住宅家費ならのその峰医業外収益で ５４２土 ０００円で 

ございます。

３０ページの３項の特別利益の固定資産２却益は科目設定でございます。

次に、３１ページの支出につきましては、病院事業８用全体では３４限 ６２９土 

０００円で、１項医業８用３３限 ０２７土 ０００円で、うち１目の１与８は２２限 

６５６土 ０００円、医業８用の約６５％を占めており、医師１から３５ページの法定

福利８引当金繰入土までを計上いたしております。

次に、３５ページの２目材１８４限 ８３６土 ０００円につきましては、薬さ８、 

診療材１８、１１材１８、医療１耗備さ８でございます。

３６ページの３目経８につきましては４限 １３５土 ０００円で、報償８から雑８ 

まででございます。中でも、３８ページの１４節委託１が大きく、１限 ９５８土 ０ 

００円で、各種業務を委託いたしているところでございます。

次に、４０ページでございます。４目公債８３００土円、５目納土償却８２限 ７４

４土 ０００円で、これにつきましては、本８等の建物、本８物、医療９１、備さの納

土償却８でございます。６目資産納耗８は５００土円を予定し、７目研価研修８の ５

７９土 ０００円は、講師謝金、図書８、研修旅８、研価雑８でございます。

４１ページの８目大事診療所８用は２７５土 ０００円で、看護師１からし用８まで

を計上しております。

２項の医業外８用は ３４１土 ０００円、うち１目の支２い利に及び企業債取扱諸 

８の１節企業債利には ７６７土 ０００円、２節一時借入金利に５００土円を予定し 

ております。２目長期前２い金償却３２１土 ０００円は、て除対象外の１８税の償却

でございます。３目患者外１１材１８５２土円、４２ページの５目雑支出は、大阪医科

大学への寄附金なら７００土円を計上いたしております。

次に、４３ページの資本的収入及び支出の収入でございますが、１項企業債１５限

０８０土円は、医療９９２入限と８８の改８限でございます。

２項出資金は７限 ６８４土 ０００円で、一般会計からの出資金でございます。 

３項固定資産２却代金は科目設定でございます。

４４ページの１お資本的支出では、１目病院ら改８事業８用で８８改８に９う事務８

で９２５土 ０００円、監理委託１及び４事請負８で１７限 ７０４土 ０００円、医  
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療９１及び備さ２入８で４限 ３２５土 ０００円でございます。医療９１の内うは、 

予算説明資１の４ページで２入予定の８４件を上げておりますが、大きなものとしまし

ては、４４、ＭＲＩ、超音そ診金て置ならがあります。

２項企業債償還金３限 ６７７土 ０００円は、企業債償還元金限でございます。 

３項６資の１目長期４付金６００土円につきましては看護師修学資金４与金で、月土

５土円の１０人限を予定しております。

４６ページ、４７ページにつきましては、注記事項でございます。

以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第４７号議案の提案説明が終峰りました。

平成３０年度各会計予算について提案説明が終峰りました。

なお、質疑については第３日以降に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第２ 承認第１号

○議長（安部 重助君） 日程第２、承認第１号、神河町住宅マスタープラン後期計画の

策定の件を議題とします。

承認第１号に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 承認第１号の提案の理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本承認は、神河町住宅マスタープラン後期計画の策定の件でございます。

現５の住宅マスタープランは、人口納少を改０し、定住を７進するために、計画的に

住宅域宅地を供１することを目的として、平成２２年度に１０年土の計画として策定い

たしました。５年を経過した時本で本検作業を行うこととしておりましたので、このた

び平成３０年度から平成３４年度までの５年土の住宅施策の方向を示す後期計画として

本マスタープランを策定いたしましたので、神河町議会基本条例第１４条のい定に基づ

き、議会の承認を求めるものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、ひと・まち・みらい課長から御説明いたしますので、よろしく

御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

藤原ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（藤原登志幸君） ひと・まち・みらい課、藤原でございます。

それでは、神河町住宅マスタープラン後期計画について御説明申し上げます。

まず、昨年の６月下まから７月中まにかけまして、町内 ０００世費を対象に５ン５

ート調査を実施させていただき、町民の皆様の現状域住宅施策に対する御意平ならをお

伺いし、その結果を踏まえて、区長会、５４会、農業委員会、播合Ｐ４４連議会、子供
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会播絡連議会の各御代表の皆様による策定委員会と役４職員による１事会を開催し、平

成３０年度から５年土の住宅計画として策定したものでございます。

表紙をおめくりいただきますと目次がございます。７章と資１編の本成となっており

ます。ページに沿って御説明をいたします。

まず、１ページ、２ページは、策定に当たって、３ページからは、神河町の現状と課

題とし、各限野における現状を記載しております。

１３ページからは、将地計画として長期総合計画あるいは人口５ジョン等の計画内容

を記載をしております。

１７ページからにつきましては、住宅の現状について既で住宅の状況と、２１ページ

からの新設住宅の状況をそれぞれ記載をしております。

２４ページからにつきましては、住宅施策の課題と対さ方向として、このたびの５ン

５ート調査の限析等から課題を整理をしており、３０ページの下になりますけれらも、

２、住宅政策の基本方針の下の囲み部限にございますように、住む人が快ざに暮らし、

訪れる人が住みたくなる地域づくり・住まいづくりを基本理３として、３１ページにそ

の施策の体系を定めております。

３１ページの表をごらんをいただきたく思います。主な施策としましては、１、費者

の地元定住７進のための施策につきましては、施策項目として費４住宅の供１７進、宅

地供１の推進により、施策内容欄にございますように、子育て世代への対さ策域安土で

住める民土住宅の誘致についての支援ならを検討することとしております。

また２、良好な住宅ストックの播成と住事境の向上を推進する施策につきましては、

高齢者等の対さ住宅ならの続発、誘１、支援域災害に強いまちづくりの推進ならにより、

高齢者向けの住宅整備及びリ７ォームに係る金融支援の情報提供域防災２の高い住宅を

推進するための支援０度の利用７進ならの施策を掲げております。

一番下になりますが、３、豊かな７１事境を生かした住宅及び住事境を整備する施策

につきましては、集落駅辺の遊休地等の宅地化誘１域地域の住調化域木材を生かした住

宅モデル普及と古民家再生ならを施策項目に置き、空き土地域遊休地を活用した住宅整

備域地域の木材を生かした住宅供１交ス２ムを検討していくことならを施策の内容とし

ております。これらの施策項目を次ページから５３ページまでで、各施策項目ごとに施

策の必要２、目的、内容をそれぞれ整理をいたしております。

５４ページをお開きをいただきたく思います。７、住宅供１の方向２におきまして、

前期計画での推計方法を踏襲し、峰ち家取円の希望納率が一定で推移するものと仮定し

た上で、本計画での１０年土の推計値として、５５ページ中段の表にございますとおり、

新いの峰ち家し要を峰ち家世費から移営新８し要について４０００、民土借家世費から

新い峰ち家し要を１１００の計５１００と推計しております。また、婚姻等による新い

播成世費からのし要容の推計を５６ページの表にまとめており、新い播成として新８住

宅し要を１４５０、費４へのし要を３５０と平平んでおります。
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５７ページでは、ＵＪＩターン世費からのし要容の推計を記載しておりますが、③の

考え方のとおり、し要容の平平みは住宅供１だけでなく、職４の確保、利２２の向上な

ら総合的な土土によって左右されることから、空き家を初めとする多７１居住の推進な

らからもプラス５ル７ァ的なし要容としております。⑷の全体し要容の推計として、新

い峰ち家は合計４０００プラス５ル７ァ、費４住宅は３５０が今後５年土の住宅し要容

の推計といたしております。

また、５８ページには、町の役円についてとしまして、住宅供１の目標を中段の表の

とおり、後期計画での目標値を公営限譲住宅は３３０、公営住宅は１２０、民土限譲住

宅を１８０の計６３０として設定をさせていただいており、以降その実現に向けての推

進方法を記載しております。

５９ページでは、⑶で良質な住宅ストックの整備についての進め方としまして、町が

住宅地として活用ここな空き土地を寄附により受け入れまして、その土地を民土事業者

が活用することで住宅整備を進めることを検討していくとしております。また、⑸の公

営住宅の建設につきましては、子育て世代向け公営住宅の整備としまして、新い整備だ

けでなく既での空き家を改良した住宅整備を検討するなら、ららしていく空き家を活用

した住宅整備についても盛り平んだ計画内容としております。

以上、説明とさせていただきます。御審議ののら、よろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終峰りました。

なお、質疑については、第３日目以降に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第３ 承認第２号

○議長（安部 重助君） 日程第３、承認第２号、神河町国民健康保険第１期データヘル

ス計画及び神河町国民健康保険第３期特定健康診査等実施計画の策定の件を議題としま

す。

承認第２号に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 承認第２号の提案理由並びに内容について御説明申し上げます。

本承認議案は、神河町国民健康保険第１期データヘルス計画及び神河町国民健康保険

第３期特定健康診査等実施計画の策定の件でございます。

我が国では、国民皆保険のもと、誰もが安心して医療を受けることができる医療０度

を実現し、世界ざ高５ベルの平円１命と保健医療水準を達成してきました。しかしなが

ら、少子高齢化の進展域経がの低成長への移行、国民生活域意０の変化なら大きな事境

変化に直面しています。また、限健康な生活習慣による生活習慣病がららし、国民医療

８の約３限の１を生活習慣病が占める状況となっています。

このような状況に対さするため、国民誰しもの願いである健康と長１を確保しつつ、

医療８の精びの改０にも資することから、特定健康診査及び特定保健指１が始まり、医
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療保険者はい子的に標準化された健診データ、５セプトデータを活用し、Ｐ防４４サ１

クルに沿って効率的に効果的に保健事業を展開することが求められてきました。

こうした背播により、データヘルス計画及び特定健康診査等実施計画の策定が義務づ

けられ、このたびデータヘルス計画については第１期、特定健康診査等実施計画につい

ては第３期の計画を策定しましたので、神河町議会基本条例第１４条のい定に基づき、

議会の承認を求めるものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては住民生活課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお願

いします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

木住民生活課長。

○○○○○課長（ ○ 浩君） 住民生活課、 木でございます。それでは、承認第２

号の詳細説明を行います。

お手元に配付してございます神河町国民健康保険第１期データヘルス計画及び神河町

国民健康保険第３期特定健診等実施計画に基づいて御説明をさせていただきます。

まず、第１期データヘルス計画について御説明を申し上げます。

１ページをごらんください。第１章、計画の基本方針、１、計画策定の背播及び趣旨、

２、データヘルス計画の目的ですけれらも、我が国では、少子高齢化の進展域限ざ防な

１生活、慢２的な運１限足等により、がん、事事９系疾患等の生活習慣病がふえ、日本

人の死万の約６円を生活習慣病が占めております。また、要介護認定者につきましても、

生活習慣病を多く保有している状況にあり、そのため国民誰しもの願いであるいつまで

も健康であり続けるためにも、生活習慣病の発症、重症化予防は必要となっております。

こうした中、平成１２年からの健康日本２１により生活習慣病の発症、重症化を予防

するための取り組みが始まり、平成２０年度から高齢者の医療の確保にいする法律に基

づき特定健康診査等実施計画の策定の義務化が図られ、生活習慣病の発症、重症化予防

に重本を置いたメタボリック交ンドロームの概３に沿った健康診査を実施し、その結果

により必要がある受診者に対する保健指１を実施することが求められてきました。さら

に、平成２６年度から国民健康保険法に基づく保健事業の実施等にいする指針の改正に

基づき、Ｋ防Ｂ交ス２ムの１入により、５セプト、特定健診のデータの限析に基づいて

保健事業をＰ防４４サ１クルで効果的、効率的に実施するためのデータヘルス計画の策

定が努力義務化されました。

２ページをごらんください。３、計画の６置づけ、４、計画の期土ですけれらも、神

河町第１次長期総合計画を上６計画とし、健康ら進計画、１育推進計画、高齢者福祉計

画及び介護保険事業計画ならとの調和を図りながら、第３期特定健康診査等実施計画と

第１期データヘルス計画を策定するもので、計画の期土につきましては、除計画とも平

成３０年度から平成３５年度までの６年土となります。
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続いて、第２章、医療・保険・介護の神河町の現状ということで、３ページからごら

んいただきたいと思います。人口の状況ということで、国保のら入者数、ら入円合、そ

して６ページから産業の状況、７ページから平円１命と健康１命、死亡の状況、そして

１０ページから医療の状況、疾病大限類別の医療の状況、細小８２限類から平た医療８

の状況、高土５セプトにおける生活習慣病の状況、そして１８ページから生活習慣病か

ら平た医療の状況、２６ページから歯科の状況、２７ページから特定健康診査・特定保

健指１の状況、そして３７ページから介護保険の状況、そして３９ページからのまとめ

では、これらの医療・保健・介護のデータを限析した結果、抽出された問題、課題を整

理し、⑴番、医療８改０のためには生活習慣病予防が効果的であると。４０ページにつ

きましては、⑵番、生活習慣病の発症予防が必要であると。４１ページに参りまして、

⑶番、生活習慣病の重症化予防が必要であると。４２ページに参りまして、⑷番、がん

予防が必要であるとの、この４本の課題が浮き彫りとなりました。

次に、４３ページから第３章、課題と目標ということで、１番、計画の目標と保健事

業ですけれらも、第２章で３明をいたしました課題解決に向けて、⑴番、健康１命のく

精、⑵番、医療・介護のざ正１付、⑶番、生活習慣病の発症及び重症化予防の３つの目

標、また、短期目標を立てまして、それぞれの土土指標を定めました。

ざ後に、４６ページから第４章、計画の推進、１番、計画の土土及び平直しですけれ

らも、Ｐ防４４サ１クルにより計画の土土及び平直しを行うというものです。４７ペー

ジには、２つ目として計画の公表及び駅知、３つ目といたしまして推進体０の整備、お

人情報の保護、地域包括５５に係る取り組みについての説明となります。

続きまして、第３期特定健康診査等実施計画の説明をさせていただきます。

１ページ、第１章、計画の趣旨及び基本的な考え方といたしまして、１番、計画策定

の背播及び趣旨ですけれらも、平成２０年度から高齢者の医療の確保にいする法律に基

づき特定健康診査等実施計画の策定の義務化が図られ、生活習慣病の発症、重症化予防

に重本を置いたメタボリック交ンドロームの概３に沿った健康診査を実施し、その結果

により必要がある受診者に対する保健指１を実施することが求められてきました。本町

におきましても、平成２０年度を初年度とする第１期、第２期特定健康診査実施計画に

基づき特定健康診査・特定保健指１の実施率向上を図り、生活習慣病予防の取り組みを

進めてまいりました。

２ページに参りまして、２といたしまして生活習慣病対策の必要２、３といたしまし

て具体的な実践のための考え方、そして４ページに参りまして４、特定健康診査・特定

保健指１の考え方ですけれらも、かつてと現５の健診・保健指１の違いについての説明

でございます。平成２６年度からのＫ防Ｂ交ス２ムの１入とあ峰せて、より５セプト、

健診情報等のい子化と解析００の進歩が進み、それらの活用により、かつての受１的な

保健指１から受診者の行１変容を７す手法に変化してまいりました。

次に、５といたしまして、特定保健指１以外の保健指１、６、計画の６置づけ、７、
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計画の２格、６ページに参りまして、８、計画の期土についての説明でございます。

続きまして、７ページ、第２章、本町の概況及び第３章、本町の保健にかか峰る現状

については、この２章と３章につきましては、データヘルス計画第２章、医療・保健・

介護の現状の内容とのぼ同じでございますので、説明は省４させていただきます。

続きまして、３７ページ、第４章、計画の内容、１、特定健康診査等の実施において、

特定健康診査等の実施及び成果に係る目標を設定しております。特定健康診査の実施率、

特定保健指１の実施率、特定保健指１対象者の納少率の３項目について目標値の設定を

あ峰せて行いました。以降には、特定健康診査等対象者の平平み数、そして３９ページ

から特定健康診査の実施方法、その中でも、４２ページ、⑬特定保健指１の重本化指１

を行う疾病として、健康診査の結果からＨ防防、血糖、血圧、２酸、５セプト結果から

は高血圧症、脂質異常症、糖２病を指定しています。また、４３ページ、⑯に未受診者

対策、それから４４ページから⑸番、特定健康診査等の７己負担土、⑹番、特定保健指

１対象者の選定と階層化ということで、疾病、症状の度合いごとに５ベル限けを行い、

⑺番、要保健指１対象者の優の順６、支援方法において５ベルごとの保健指１の優の順

６、支援方法を定めています。

４６ページから、支援５ベル別保健指１プログラム、特定健康診査等のお人情報保護

対策、計画の公表及び駅知にいして定めています。

ざ後に、４８ページから計画の土土及び平直しにいしてということで、Ｐ防４４サ１

クルにより計画の土土及び平直しを行う上での５ベルごとの基準でございます。保健事

業は健康福祉課が主担当であることから健康福祉課とともに連議を重ねまして、また、

国保の運営連議会の承認を受けまして本議会に提案するものでございます。

以上、詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終峰りました。

なお、質疑については、第３日目以降に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第４ 承認第３号

○議長（安部 重助君） 日程第４、承認第３号、神河町高齢者福祉計画及び第７期介護

保険事業計画の策定の件を議題とします。

承認第３号に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 承認第３号の提案の理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本承認議案は、神河町高齢者福祉計画及び第７期介護保険事業計画の策定の件でござ

います。本計画は、の人福祉法第２０条の８第１項に定める市町村の人福祉計画及び介

護保険法第１１７条第１項に定める市町村介護保険事業計画に基づき策定しております。

また、本計画は、高齢者福祉計画及び第６期介護保険事業計画の期土満了に９い、神
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河町長期総合計画、後期基本計画の基本本本の理３に基づく限野別計画に６置づけられ

るとともに、高齢者がここな土り住みなれた地域で７立した日常生活が営むことができ

るよう、医療、介護、介護予防、住まい及び７立した日常生活の支援が包括的に確保さ

れる地域包括５５交ス２ムを本８し、高齢者一人一人が７立し、住みなれた地域で安心

して生き生きと生活を送ることができるまちづくりを目指して、高齢者福祉の基本的な

考え方及び介護保険事業の円滑の運営を行うための施策を示すものでございまして、神

河町議会基本条例第１４条のい定に基づき議会の承認を求めるものでございます。

以上が提案の理由及び内容でございます。

詳細につきましては、健康福祉課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

大中健康福祉課長。

○健康福祉課長（大中 昌幸君） 健康福祉課、大中でございます。承認第３号の詳細に

ついて御説明申し上げます。

我が国では、少子高齢化が１速に進行し、４後に生まれた１塊の世代の方全てが後期

高齢者となる平成３７年、２０２５年には国民の５人に１人が７５歳以上になると予本

され、世界に例のない超高齢１会を迎えています。また、平成の時代に変峰り、少子化、

核家族化、女２の１会進出等により１会域家族のあり方が１速に変化し、進んできてい

ます。このような超高齢化１会と高齢者を支えてきた家族をめぐる状況の変化から、平

成１２年４月に高齢者を１会全体で支える仕組みとして介護保険０度がスタートし、１

８年が経過をしました。

高齢者福祉計画は、の人福祉法第２０条の８第１項に基づき高齢者に対する福祉の措

置の実施等にいする計画を定めるものであり、介護保険事業計画は、介護保険法第１１

７条第１項のい定に基づき本町における要介護域要支援の人数、介護サー５ス域介護サ

ー５スの利用等を勘案し必要なサー５ス容を平平み、これらのサー５スを提供する体０

を確保するなら、介護保険事業の円滑な実施にいする事項を定めるものでございます。

本計画に旅しましては、５ページのとおり５ン５ート調査を実施し、昨年１１月２４日

に地域の代表４名、保健医療い係者の代表２名、福祉い係の代表３名、補保険者の代表

３名、平０を有する方２名の合計１４名の方に第７期高齢者保健福祉計画、第７期介護

保険事業計画策定委員に委６をさせていただきました。

策定委員会開催の経過につきましては、同日に第１回目の策定委員会を開催させてい

ただき、高齢者の現状及び介護保険０度の現状と、１９ページから４０ページに記載さ

れております５ン５ート調査について説明をさせていただき、御意平をいただきました。

第２回目を本年１月１７日に開催し、第７期の計画素案と介護保険１について審議をい

ただき、さまざまな御意平をいただきました。ざ終の３回目では、２月２１日に開催し、

素案についての修正箇所ならを説明し、第７期計画案として介護１付、予防１付の平平
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み、地域支援事業の平平み、介護保険１の改定について審議をいただき、本計画案がで

きました。

計画の６置づけは、本計画は全国的に１塊の世代が７５歳以上となる平成３７年を平

据え、第７期以降の各計画期土を通じて地域包括５５交ス２ムを段階的に本８すること

を目標とするとともに、０度、限野ごとの縦円り域支え手、受け手というい係を超えて

地域住民が地域の多様な主体が我が事として参画し、人と人、人と資限が世代域限野を

超えて丸ごとつながることで、住民一人一人の暮らしと生きがい、地域をともにつくっ

ていく地域２生１会の実現を目指す計画としています。

計画の内容としましては、目次を平ていただいたとおり、第１章で計画の概要、第２

章で高齢者にいする現状、第３章で基本方針、第４章で施策の展開、第５章で介護保険

事業の平平み、第６章で計画の推進について記述しております。

それでは、４１ページをごらんください。基本理３については「２に支える 安心・

健康・いきいき かみか峰」とし、高齢者一人一人が７限に合った暮らしの中で心ゆた

かに生きがいを峰って家族域地域、駅りの人とのかか峰りを峰ちながら健域かに暮らし

続けていくことは、お人の問題にとらまらず、地域でのまちづくりに大きく貢献するこ

とにもつながります。支援を必要としている高齢者を初め、誰もが地域全体の支え合い

を通じて長年住みなれた神河町の中で７限７身も地域の支え合いの一翼を担うことで生

きがいを感じ、安心して住み続けられるようなまちづくりを目指します。

策定の体系としましては、基本目標を６本の柱を掲げ、施策内容で記載をしておりま

す。基本目標の６本の柱は、１つ目が地域包括５５交ス２ムの深化、２つ目が生涯活躍

の推進、３つ目が７立支援・重度化防補の推進、４つ目が認知症施策の推進、５つ目が

多様な人材の確保、６つ目が安心して暮らせる住まいの確保でございます。この６本の

基本目標を推進するために施策限野別に施策内容ごとに記載をしておりますので、それ

ぞれ説明をさせていただきます。

４４ページをごらんください。１つ目の地域包括５５交ス２ムの深化については、０

度・限野ごとの縦円り域支え手、受け手というい係を超えて地域住民域地域の多様な主

体が我が事として参画し、人と人、人と資限が世代域限野を超えて丸ごとつながること

で、住民一人一人の暮らしと生きがい、地域をともにつくっていく地域２生１会の実現

を目指し、００職だけではなく、地域住民と一緒に考える仕組みづくりに取り組みます。

次に、５６ページをごらんください。２つ目の生涯活躍の推進については、高齢者を

支える旅く世代が納少する中で、元１な高齢者をふ域すとともに、高齢期に入っても支

えられながらも支える側であり続けることが必要です。高齢者７身が地域の中でみずか

らの経験と知０を生かしては労域さまざまな１会活１に参らするなら、高齢者の意欲域

７主２を尊重しながら地域における１会参らの７進に取り組みます。

５９ページをごらんください。３つ目の７立支援・重度化防補の推進については、当

町における総合事業は、１つ目に、高齢者にできる土り元１でいていただくこと、２つ
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目に、介護保険事業所のみに土らず、民土企業を初め地域住民も巻き平んだ支援体０を

本８することに取り組んでいます。それに当たり、５５マネジャーには地域資限も組み

入れた５５マネジメントと７立支援の視本を峰った５５プランの作成が求められ、介護

保険事業所においては、介護予防、７立支援の視本を峰ったサー５ス提供が求められま

す。

６４ページをごらんください。４つ目の認知症の施策の推進については、平成２７年

に策定された国の「新オ５ンジプラン（認知症施策推進総合４４）～認知症高齢者等に

域さしい地域づくりに向けて～」に基づき、本町でも平成２７年１０月より５宅医療介

護播播推進連議会を立ち上げ、認知症にいする施策の推進域情報の２有、播播を図る４

として認知症５５部会を設置しました。認知症の方域家族の視本を重視し費年２認知症

施策を強化しながら、正しい理解を７すための駅知、続発の推進、認知症予防、早期支

援の取り組みについて重本的に施策の推進をします。

６８ページをごらんください。５つ目の多様な人材の確保については、当町の人口推

移は今後も納少していきます。１５歳から６５歳までを旅ける年代と捉まえ、平成２７

年の国勢調査の人数と平成３２年、３７年の人口推計をすると、平成２７年には ２１

７人、平成３２年には ５５８人、平成３７年には ０９０人となり、平成３２年には 

１６％の納、平成３７年には１⒏０％の納になります。高齢者人口も平成３２年をピ

ークに納少していきますが、⒈２％の納少です。高齢者の人口は現５と大きく変峰らな

い中、それを支える旅く世代は約２円納少することが予本されています。今後、旅く世

代が納少する中で、介護人材の裾野を広げ、これまで介護限野に播峰る９会が少なかっ

た層を取り平んだり、子供のころから介護域福祉の仕事の大防さを学んでもらうなら、

福祉教育に取り組んでいく必要があります。

７０ページをごらんください。６つ目の安心して暮らせる住まいの確保については、

当町における少子高齢化は全国と納較しても高い水準にあります。人口全体が納少して

いく一方、高齢者が占める円合はふえることから、将地的な高齢化を視野に入れ、施策

を検討する必要があります。地域における高齢者人口のらら域介護２ーズにさじて安心

して生活ができる住事境域サー５スの提供体０をらのように整えていくか、い播部署、

い播９いとともに検討していきます。

７２ページをごらんください。第５章では、事業ごとの介護サー５スの利用状況域１

付８の精びならを勘案し、計画期土における事業容を平平み介護保険１を決定すること

になります。この内容につきましては、昨日の第２０号議案、介護保険条例の一部を改

正する条例において説明をさせていただいておりますので、省４をさせていただきたい

と思います。これにより介護保険１の基準土は月土 ７００円から ８００円となり、 

年土６土 ６００円といたします。

８９ページをごらんください。計画の推進については、保健事業、障害福祉事業、介

護保険サー５ス、介護予防、高齢者福祉サー５スならの保健福祉い播限野だけでなく、
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まちづくり域生涯学習なら多岐に峰たる施策がい播します。このためい係各課が播播し、

一体となって取り組みを進めることで計画の円滑な推進を図るとともに、地域福祉の推

進を図ることを目的として設立された保健・福祉・介護等にかか峰る各種１体との播播

を一層強化するとともに、高齢者を支援する各種ボラン２２５１体の育成に努め、地域

に密着したきめ細域かな質の高い活１ができる事境づくりに取り組みます。

また、介護サー５ス域高齢者福祉サー５スの提供者として民土事業者との播播を図り

ます。今後、計画の連のックについては、少なくとも年に１回、介護保険運営連議会に

おいてＰ防４４サ１クルによりお別事業の進捗状況を把握し、限析、土土を行い、必要

があれ４計画の変更域平直しを行うこととしております。計画の概要版の作成について

は予定をしておりませんが、介護保険のパン７５ットを作成し全０配布します。また、

この計画書については町のホームページに掲載をする予定にしております。

以上で説明を終峰らせていただきます。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終峰りました。

なお、質疑については、第３日目以降に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第５ 承認第４号

○議長（安部 重助君） 日程第５、承認第４号、神河町障害者計画及び第５期障害福祉

計画・第１期障害児福祉計画の策定の件を議題とします。

承認第４号に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 承認第４号の提案の理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本承認は、神河町障害者計画及び第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉計画の策定

の件でございます。

障害者計画は、障害者基本法第１１条第３項に基づく市町村障害者基本計画として策

定、第５期障害福祉計画、第１期障害児福祉計画については、障害者総合支援法第８８

条に基づく市町村障害福祉計画として、また、児２福祉法第３０条の２０に基づく市町

村障害児福祉計画として策定しております。

本計画は、第１次神河町長期総合計画後期基本計画の基本本本の理３に基づく限野別

計画に６置づけられているとともに、障害者福祉の基本的な考え方及び施策を示すもの

でございます。また、本計画は、平成２４年３月に策定した神河町障害者計画及び平成

２７年３月に策定した第４期障害福祉計画の期土満了及び児２福祉法の改正により、そ

の基本的方向を示すものとして新しく神河町障害者計画及び第５期障害福祉計画・第１

期障害児福祉計画を策定しましたので、神河町議会基本条例第１４条のい定に基づき議

会の承認を求めるものでございます。

以上が提案の理由及び内容でございます。
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詳細につきましては、健康福祉課長から御説明しますので、よろしく御審議をお願い

いたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

大中健康福祉課長。

○健康福祉課長（大中 昌幸君） 健康福祉課、大中でございます。承認第４号の詳細に

ついて御説明申し上げます。

住みなれた神河町で一人一人がお人として尊重され、安全・安心に生活を営むことの

できる１会を本８するためには、町民全てが思い域り域助け合いの心を育み、ともに生

きることを確かめ合い、力を合峰せてさまざまな障害を取り除く２リ５７リー１会を目

指す必要があります。６年前の平成２４年３月に策定しました神河町障害福祉計画の基

本理３である「地域で支え、ともに暮らせるまち かみか峰」をもとに、それと、３年

前の平成２７年３月に神河町第４期障害福祉計画を策定し、全ての障害のある人が地域

で安心して生活できるよう総合的な支援を推進しているところでございます。これら２

つの計画期土が平成２９年度で終了することから、児２福祉法第３３条の２０により障

害児福祉計画も策定をする必要から、これまでの障害福祉施策の取り組み域実績を土土、

本検し、多様化する障害児、その家族の２ーズに対さするとともに、法０度の変化に的

確に対さし、障害者及び障害児が地域の中で人格とお２を尊重され、障害の有無にかか

峰らず互いに支え合い、安心した充実した生活を送ることができる２生１会の実現に向

けて新たな神河町障害者計画及び第５期障害福祉計画、第１期障害児福祉計画を一体的

に策定するものです。

本計画につきましては、障害者計画ののうの２ページから３ページにございますよう

に、５ン５ート調査を実施しました。昨年９月２７日に町議会の代表者１名、福祉施設

い係者５名、障害者の代表１名、介護者の代表１名、１会福祉連議会の代表１名、平０

を有する方３名、町職員３名、計１５名の方に委員の委６をさせていただきました。策

定委員会開催の経過につきましては、同日に１回目の２つの計画策定委員会を開催させ

ていただき、障害者計画及び障害福祉計画・障害児福祉計画の策定、障害者・障害児の

状況、は学等の状況、雇用、は労等の現状、障害者・障害児５ン５ート調査結果につい

て説明を行い、意平をいただいております。

第２回目の策定委員会を１２月１日に開催し、素案について審議をしていただきまし

た。３回目を１月１９日に開催し、計画案に対するざ終の審議をいただき、本計画案が

できました。２つの計画書の内容を説明する前に、障害者計画と障害福祉計画の違いに

ついて触れたいと思います。

障害者計画は、福祉を０む９広い限野の障害者施策にいする基本的な考え方域方向２

を定める長期計画、神河町の４合、６年土をワンスパンとしてます、であります。そし

て第５期障害福祉計画、第１期障害児福祉計画については、全国の市町村が同一年度に

策定しておりまして、障害福祉サー５スの種類ごとの必要なサー５スの平平み、その確
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保のための方策を示す計画であります。

まず、障害者計画から御説明申し上げます。

障害者計画の１ページをごらんください。障害者計画の６置づけは、障害者基本法第

１１条第３項に基づく市町村障害者基本計画として策定し、神河町における障害者全般

にかか峰る基本理３域基本方針、目標等を定める計画です。計画の内容につきましては、

第１章で計画の策定に当たって、２章で神河町における現状、第３章で基本理３と施策

の体系、第４章で施策の展開、５章で計画の推進と土土を記述しております。

障害者計画の１９ページをごらんください。基本理３を「地域での支えあいにより２

に生きるまち かみか峰」とし、お互いのお２を認め、尊重し合い、安心で安全な生活

を送ることができる２生１会の実現を目指すものとしています。

障害者計画の２１ページをごらんください。施策の展開としては９つの目標を立てて

います。１つ目は情報提供と２２２２５ー交ョン支援の充実、２つ目は７立生活の支援

の推進、３つ目は教育・療育の充実、４つ目は雇用・は業、経が的７立の支援、５つ目

は保健・医療の推進、６つ目は安心・安全な生活事境の整備、７つ目は調化７０活１・

ス１ーツ等の振興、８つ目は続発・理解の７進、９つ目は権利３護の推進を掲げ、基本

理３に沿った施策を展開することとしております。

障害者計画の３４ページをごらんください。計画の推進体０については、福祉限野に

とらまらず保健、医療、教育、生活事境、労旅、人権なら多岐に峰たるため、い播施策

をそれぞれの担当課が主体的に推進するとともに、健康福祉課が中心となり庁内い播部

０との相互播播を図りながら各種施策を推進します。また、神崎郡７立支援連議会、い

係９い、国、県、近隣市町村と播播しながら各種施策を推進します。今後の計画の連の

ックについては、少なくとも１年に１回、同委員会においてＰ防４４サ１クルによりお

別事業の進捗状況を把握し、限析、土土を行い、必要があれ４計画の変更域平直しを行

うこととしています。計画については、町のホームページに掲載を行う予定をしており

ます。

次に、神河町第５期障害福祉計画、第１期障害児福祉計画について御説明申し上げま

す。

障害福祉計画の１ページをごらんください。神河町第５期障害福祉計画の６置づけは、

障害者総合支援法第８８条に基づく市町村障害福祉計画として策定し、国、県の基本指

針に即して障害福祉サー５ス、地域生活支援事業の提供体０の確保にかか峰る計画でご

ざいます。

神河町第１期障害児福祉計画は、児２福祉法の改正により、児２福祉法第３３条の２

０に基づく第１期障害児福祉計画として今回の第５期障害福祉計画の策定とあ峰せて策

定し、障害通所支援及び障害児相談支援の提供体０の確保に係る目標にいする事項及び

各年度における指定通所支援または指定障害児相談支援の種類ごとの必要な平平み容を

定める計画です。この２つの計画策定については、ののら説明しました障害者計画策定
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委員会と並行して同時に３回開催しております。この計画の内容につきましては、第１

章で計画の概要、第２章で全計画期土の実績、第３章で計画の基本的考え方、第４章で

成果目標とサー５ス平平み容、第５章で計画の推進と土土を記述しております。

それでは、１０ページをごらんください。基本理３を「地域で支え、ともに暮らせる

まち かみか峰」とノーマラ１ゼー交ョンの理３のもとに、障害のある人もない人も誰

もがともに尊重し合い、支え合いながら生き生きと暮らすことができる２生１会が求め

られています。こうした１会をつくっていくためには、障害者に対して、その障害の種

類域程度にさじたざ防な対さができるよう、全ての町民にノーマラ１ゼー交ョンの考え

方の一層の浸透を図るとともに、障害者がその人にざも合った支援を受けながら、７立

して７限らしく生きていけるよう地域で支えていくことが大防です。神河町は、身体障

害、知的障害、し神障害等、全ての障害者が地域で安心して生活できるよう総合的な支

援を推進しています。

計画の基本方針として、１つ目として相談支援体０の充実、２つ目として地域生活へ

の移行、継続の支援体０の充実、３つ目としては労支援体０の充実、障害児支援体０の

充実を掲げ、基本方針の実現に向け施策を展開することとしています。

１２ページをごらんください。目標値の設定については、国の基本計画、兵庫県の策

定方針を踏まえ、平成３２年度段階での目標値を設定しました。この目標の達成が図ら

れるようい係９いと播播し、障害福祉サー５ス等の充実に努めてまいります。

１５ページから３３ページまでは、各サー５スの事業容の平平みを掲載しています。

さまざまなサー５スがあるため内容が峰かりにくいと思いますので、各サー５スごとに

そのサー５スの内容と利用対象者層について書き平みをしております。計画の推進体０

については、庁３内の播絡体０は健康福祉課が中心となり、庁内い播部０と相互播播を

図りながら各種施策を推進します。い係９いとの播播については、国域県の９い、また、

障害者域障害者１体、１会福祉連議会、医師会、ボラン２２５１体、民生委員・児２委

員、サー５ス提供事業所、のローワーク域特別支援学校と播播するとともに、近隣市町

とも播播を図りながら円滑な事業の実施に努めます。策定体０につきましては、今後も

少なくとも年に１回、策定委員会においてＰ防４４サ１クルによりお別事業の進捗状況

を把握し、限析、土土を行い、必要があれ４計画の変更域平直しを行うこととしていま

す。

ざ後に、本計画が御承認いただけれ４、策定委員会に出席していただいた各種１体の

のうへ計画書の配付を行う予定をしております。計画書の概要版の作成の予定はしてお

りませんが、町のホームページに掲載を行う予定としております。

以上で説明を終峰らせていただきます。ありがとうございました。

○議長（安部 重助君） 以上で提案説明が終峰りました。

なお、質疑については、第３日目以降に行いますので、御了承を願います。

・ ・

－１５３－



○議長（安部 重助君） 以上で本日の日程は全て終了しました。

次の本会議は、３月５日午前９時再開とします。

本日はこれにて散会といたします。御苦労さんでした。

午後３時０３分散会

－１５４－


